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全
国
屈
指
の
ぶ
ど
う
山
椒
生
産
量
を
誇

る
有
田
川
町
。
し
か
し
、
高
齢
化
に

よ
る
離
農
や
後
継
者
不
足
が
深
刻
で
、
5
年

先
の
産
地
の
維
持
が
難
し
い
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
そ
ん
な
中
、
ぶ
ど
う
山
椒
の
産
地
振

興
を
図
ろ
う
と
、
龍
谷
大
学
（
京
都
市
）
と

と
も
に
「
ぶ
ど
う
山
椒
の
発
祥
地
を
未
来
へ

つ
な
ぐ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」が
始
ま
り
ま
し
た
。

同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
学
生
の
柔
軟
な
発

想
か
ら
商
品
開
発
・
企
業
提
案
を
行
い
、
協

力
企
業
の
商
品
を
と
お
し
て
、
ぶ
ど
う
山
椒

と
産
地
の
魅
力
を
外
部
に
発
信
し
、
当
町
へ

の
関
心
を
引
き
込
む
こ
と
を
狙
い
と
し
て
い

ま
す
。
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
賛
同
い
た
だ
い

た
境
川
地
区
、
事
業
者
の
方
々
に
協
力
い
た

だ
き
、フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
い
ま
し
た
。

5
月
29
日
（
水
）
境
川
地
区
に
到
着
し

た
学
生
ら
は
生
産
者
の
方
々
と
交
流
し
な
が

ら
昼
食
を
取
っ
た
後
、
そ
れ
ぞ
れ
の
園
地
に

分
か
れ
て
山
椒
の
収
穫
を
体
験
し
ま
し
た
。

「
実
を
収
穫
す
る
の
は
結
構
大
変
。
だ
け
ど

楽
し
い
」
と
、
楽
し
み
な
が
ら
も
真
剣
に
収

穫
を
行
う
学
生
た
ち
。
産
地
の
課
題
、
山
椒

づ
く
り
に
か
け
る
思
い
、
後
継
者
に
関
す
る

こ
と
な
ど
、
積
極
的
に
生
産
者
の
生
の
声
を

聞
き
取
る
姿
が
印
象
的
で
し
た
。
こ
の
日
の

活
動
終
了
後
、
学
生
ら
は
生
産
者
か
ら
聞
き

取
っ
た
内
容
を
共
有
し
、
産
地
の
状
況
が
予

想
以
上
に
深
刻
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
認
識

し
ま
し
た
。
2
日
目
に
は
ぶ
ど
う
山
椒
を
取

り
扱
う
「
あ
り
だ
農
業
協
同
組
合
」「
株
式

会
社
全
笑
」「
か
ん
じ
ゃ
山
椒
園
」
か
ら
、

山
椒
の
特
徴
、
流
通
状
況
、
市
場
ニ
ー
ズ
な

ど
の
聞
き
取
り
を
行
う
こ
と
で
、
今
後
の
取

り
組
み
に
お
け
る
ヒ
ン
ト
が
得
ら
れ
た
よ
う

で
す
。

こ
の
2
日
間
の
合
宿
を
終
え
た
学
生
か

ら
は
「
収
穫
の
た
め
の
人
員
が
圧
倒
的
に
不

足
し
て
い
る
こ
と
や
、
普
段
生
産
者
が
感
じ

て
い
る
肉
体
的
な
負
担
を
体
感
で
き
た
」「
生

産
者
の
方
が
す
ご
く
優
し
く
て
、
多
忙
な
時

期
に
私
た
ち
を
温
か
く
迎
え
入
れ
て
く
れ
た

こ
と
が
あ
り
が
た
か
っ
た
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
を
絶
対
に
成
功
さ
せ
た
い
と
、
一
層
強

い
意
志
を
持
っ
た
」
な
ど
の
声
が
挙
が
り
ま

し
た
。
ま
た
、
学
生
を
受
け
入
れ
た
生
産
者

の
方
々
は
「
今
ま
で
は
自
身
の
た
め
に
生
産

し
て
い
た
が
、
学
生
た
ち
と
の
関
わ
り
で
生

産
意
欲
が
湧
い
た
。
来
年
も
生
産
を
続
け
て

み
よ
う
と
思
っ
た
」「
地
域
が
こ
ん
な
に
活

気
に
あ
ふ
れ
た
日
は
、今
ま
で
に
な
か
っ
た
。

学
生
の
ぶ
ど
う
山
椒
に
向
き
合
う
姿
勢
に
も

感
心
し
た
」
と
言
い
ま
す
。
学
生
だ
け
で
な

く
、
生
産
者
の
方
々
に
と
っ
て
も
実
り
あ
る

日
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。

今
後
、
学
生
た
ち
は
山
椒
商
品
の
試
作
、

市
場
調
査
や
企
業
提
案
な
ど
を
行
い
ま
す
。

町
と
し
て
は
産
地
と
大
学
と
の
関
わ
り
を
発

展
さ
せ
、
ま
た
、
協
力
企
業
と
産
地
と
の
連

携
を
図
り
、
産
地
や
農
山
村
が
抱
え
る
問
題

の
解
決
に
向
け
て
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

　　　写真解説
1. 生産者とともにぶどう山椒の
収穫に取り組む龍谷大学経営学
部の学生たち　2. 山椒の実は全
て手で収穫　3. 境川地区の方々
と学生たち、緊張の初対面　
4. 昼食の時間も積極的に交流　
5. 初日の昼食は有田川町生活研
究グループ清水支部が「鯖・山
椒 炊き込みご飯」を振舞った

6. 収穫体験終了後の集合写真　
7.「そろそろおやつにしましょ
う」の一声で始まる休憩　8. 楽
しみながら収穫する学生の姿が
見られた　9. 講義形式で話を聞
いた 2日目　10. ありだ農業協
同組合の中西祐稀さん　11. 株
式会社全笑の松原正さん

12. かんじゃ山椒園の永岡冬樹
さん
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道の駅「あらぎの里」の前にある、小さな棚田 “ ミニあらぎ島 ”。5月 30 日（木）に、清水保育所年長組
の園児が田植えをしました。おたまじゃくしやカエルに興味津々の子どもたち。冷たい水やヌルヌルの泥も、
園児にとっては新しい感触だったようです！
秋には稲刈りも予定しています。皆さまもミニあらぎ島の稲の成長を見守ってあげてください。

アチハ株式会社（CSR・環境経営推進室 CSR 推進
室室長 阿知波みどりさん＝写真右）から使用用途指
定（有田川鉄道公園の維持・管理）の寄付金を賜り
ました。
また、角野明さん（岸和田市）からも同様の使用

用途指定の寄付金を賜りました。
誠にありがとうございました。

宮﨑 外治さん（水尻）

平成 16年（2004 年）から平成 31年（2019 年）
までの 15年間、有田川町の交通指導員を務めてく
ださった宮﨑外治さんが、交通事故をなくする県
民運動推進協議会会長から表彰を受けました。
宮﨑さんは就任期間中、交通安全運動実施期間
中はもとより、平日はほぼ毎日街頭指導に従事し、
また小・中学校で実施される交通安全教室や各種
行事へも積極的に参加されるなど、交通安全の推
進にご尽力いただきました。

4

田中 敏枝さん（庄）（写真最前列）

橋爪 弘典さん（丹生）（写真右）

旧金屋町から議会議員として、37年もの長きに
わたり地方自治に貢献されました。
在任中は町議会議長をはじめ、各種常任委員会
委員長や和歌山県町村議会議長会長など、数多く
の要職を歴任され、地方自治の発展にご尽力され
たことが認められ、このたび受章されました。

生賀 忠好さん（吉原）（写真右）

昭和 48 年（1973 年）から 44 年間、消防団員
として住民の生命と財産を守るためにご尽力され
ました。特に平成 26 年（2014 年）4月 1日から
平成 30 年（2018 年）3 月 31 日まで金屋支団長
として、災害活動や消防団員の訓練指導ならびに
消防団組織の発展にご尽力されたことが認められ、
受章されました。

プログラム・駐車場の位置などは
町ホームページでご確認ください。
雨天の場合は翌日に延期します。

問おしゃるきまつり実行委員会
　（金屋庁舎商工観光課内）

場
所 

金
屋
大
橋
東
詰 

特
設
会
場

時
間 

18
時
〜
21
時
ご
ろ

4



問 総務課（吉備庁舎）

今年度の出水期から「警戒レベル」を用いた避難勧告などの発令と「警戒レベル相当情報」を用いた防災気象情
報の発信が始まりました。
これまで、気象庁や市町村などからさまざまな防災情報が発信されているものの、多様かつ難解であるために多

くの方が活用できない状況でした。これらを踏まえ、皆さまが情報の意味を直感的に理解できるよう、防災情報を
5段階の警戒レベルによって提供し、皆さまの避難行動を支援するために発信します。

「警戒レベル」とは？
災害発生の恐れの高まりに応じて、5段階のレベル分けで危険度を分かりやすく示し、早期避難などの命を守る

最善の行動を取るよう、促すためのものです。
警戒レベルに注意し、「警戒レベル 4『避難勧告』」が発令されたときは「警戒レベル 4『避難指示（緊急）』」「警

戒レベル 5『災害発生情報』」を待つことなく、全員避難してください。なお、高齢の方や体が不自由な方など避難
に時間を要する方は「警戒レベル 3『避難準備・高齢者等避難開始』」で避難を開始してください。

警戒レベル 皆さまがとるべき行動 皆さまに行動を促す情報 防災無線の放送例 情報発信元

警戒レベル

５
既に災害が発生している状況
であり、命を守るための最善
の行動をとる。

災害発生情報
※災害が実際に発生しているこ
とを把握した場合に可能な範
囲で発令

「警戒レベル 5『災害発生
情報』発令。命を守る最
善の行動をとってくださ
い」

有田川町

警戒レベル

４
安全な避難場所などへ立ち退
き避難を基本とする避難行動
をとる。
屋外への避難がかえって命の
危険を及ぼしかねないと自ら
判断した場合は、頑丈な建物
の２階以上へ垂直避難を行
う。

避難指示（緊急）
※地域の状況に応じて緊急的ま
たは重ねて避難を促す場合な
どに発令

※必ず発令される情報ではあり
ません

「警戒レベル 4『避難指示
（緊急）』発令。緊急に避
難をしてください」

有田川町

避難勧告
※避難勧告発令で全員が避難行
動をとること

「警戒レベル 4『避難勧告』
発令。速やかに全員避難
を開始してください」

警戒レベル

３
高齢者や体が不自由な方など
は、立ち退き避難を行う。
その他の人は避難準備を始
め、危険を感じたら避難行動
をとる。

避難準備・高齢者等避難開始
「警戒レベル 3『避難準備・
高齢者等避難開始』発令。
避難に時間のかかる方は、
避難を開始してください」

有田川町

警戒レベル２ 避難に備え自らの避難行動を
確認する。 注意報 気象庁

警戒レベル１ 災害への心構えを高める。 早期注意報 気象庁

「警戒レベル相当情報」とは？
気象庁や県などが発表する防災気象情報について、今後「警戒レベル〇相当情報」が付いて発表されます。警戒

レベル相当情報を自らの避難判断の参考として、主体的な避難行動につなげてください。
なお、役場では下記の警戒レベル相当情報を参考として、総合的に判断し、避難情報を発令します。

警戒レベル相当情報
皆さまが自ら行動をとる際の判断に参考となる情報
洪水に関する情報

土砂災害に関する情報
洪水による浸水の恐れがある地域 全ての地域

警戒レベル５相当情報 氾濫発生情報 ・大雨特別警報（浸水害） ・大雨特別警報（土砂災害）

警戒レベル４相当情報
氾濫危険情報
※金屋水位観測所の水位 6.1 m
※粟生水位観測所の水位 6.3 ｍ

・洪水警報の危険度分布（非常
に危険）

・土砂災害警戒情報
・土砂災害に関するメッシュ情
報（非常に危険・極めて危険）

警戒レベル３相当情報
氾濫警戒情報
※金屋水位観測所の水位 5.3 ｍ
※粟生水位観測所の水位 5.5 ｍ

・洪水警報
・洪水警報の危険度分布（警戒）

・大雨警報（土砂災害）
・土砂災害に関するメッシュ情
報（警戒）

警戒レベル２相当情報
氾濫注意情報
※金屋水位観測所の水位 4.1 m
※粟生水位観測所の水位 4.5 ｍ

・洪水警報の危険度分布（注意）・土砂災害に関するメッシュ情報（注意）

警戒レベル１相当情報 警戒レベル１相当情報に該当する防災気象情報はありません

有田川防災まちづくり「『警戒レベル』の運用開始」

警戒レベル 4で全員避難
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森
林
は
二
酸
化
炭
素
の
吸
収
や
水
資
源

の
か
ん
養
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
働
き
を

通
じ
て
地
域
の
人
々
の
暮
ら
し
を
支
え

る
公
共
財
で
も
あ
り
ま
す
。
平
成
31
年

（
2
0
1
9
年
）
4
月
に
森
林
経
営
管
理

法
が
施
行
さ
れ
、
森
林
所
有
者
の
皆
さ
ま

が
適
時
に
伐
採
・
造
林
・
保
育
を
実
施
し
、

森
林
を
適
切
に
管
理
す
る
「
責
務
」
が
明

確
化
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
森
林
の
適
切

な
経
営
や
管
理
の
確
保
の
た
め
森
林
経
営

管
理
制
度（
新
し
い
森
林
管
理
シ
ス
テ
ム
）

が
創
設
さ
れ
、
森
林
経
営
の
集
約
化
な
ど

に
よ
り
木
材
生
産
の
場
と
し
て
利
用
を
図

る
と
と
も
に
、
林
業
経
営
に
適
さ
な
い
人

工
林
に
つ
い
て
は
針
葉
樹
と
広
葉
樹
の
混

じ
り
あ
っ
た
森
林
に
誘
導
す
る
な
ど
、「
多

様
で
健
全
な
森
林
と
し
て
整
備
す
る
こ

と
」
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

 

意
向
調
査

●
有
田
川
町
で
は
、
今
後
10
年
程
度
を
目

途
に
、
町
全
体
の
人
工
林
に
つ
い
て
計

画
的
に
意
向
調
査
を
実
施

今
年
度
の
調
査
対
象
は
、
押
手
地
区
・

杉
野
原
地
区
・
宇
井
苔
地
区
・
御
霊
地
域

で
す
。

意
向
調
査
票
は
、
7
月
以
降
、
清
水
地

域
に
は
清
水
森
林
組
合
か
ら
、
金
屋
地
域

に
は
金
屋
町
森
林
組
合
か
ら
、
吉
備
地
域

に
は
産
業
課
か
ら
お
送
り
し
ま
す
。

意
向
調
査
の
候
補
と
な
る
対
象
森
林

は
、
次
の
全
て
を
満
た
し
た
森
林
で
す
。

①
私
有
林
の
人
工
林
で
あ
る
こ
と

②
森
林
経
営
計
画
が
設
定
さ
れ
て
い
な
い

こ
と

以
上
の
森
林
を
抽
出
し
、
対
象
森
林
所

有
者
に「
所
有
山
林
に
関
す
る
意
向
調
査
」

を
送
付
し
ま
す
。
ご
多
忙
の
折
恐
縮
で
す

が
、
ア
ン
ケ
ー
ト
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま

す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

 

制
度
に
関
し
て

詳
し
い
こ
と
は
林
野
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（http://w

w
w
.rinya.m

aff.go.jp/

）

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

森林所有者の皆さまへ

森林管理に関する
意向調査を
実施します
問産業課（金屋庁舎）

森林経営管理の進め方

①森林所有者の皆さんに、所有する森林を今後どのように経営や管理をしていきたいかをお
聞きする「意向調査」を行います。
②森林所有者が自ら森林の経営管理を行うことが難しい場合は、町が森林所有者と相談の上
で森林の経営管理を引き受けます。
③町は、お預かりした森林が林業経営に適した森林の場合は、林業経営者に管理を再委託し
ます。
④林業経営に適さない森林等については、町が管理を行います。
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この財政事情は、条例に基づき町民の皆さまに状況をお知らせし、町財政の実態
についてご理解をいただくため、平成 30 年度（2018 年度）の各会計の予算額と平
成 31 年（2019 年）3月 31 日現在の執行状況について公表します。

歳入科目 平成 30年度予算額 収入済額
上半期（4～ 9月） 下半期（10～ 3月） 合計

町税 29 億 9,203 万円 20 億 4,298 万円 8億 8,154 万円 29 億 2,452 万円
地方譲与税 1億 5,345 万円 4,082 万円 1億 1,263 万円 1億 5,345 万円
利子割交付金 869 万円 357 万円 512 万円 869 万円
配当割交付金 1,527 万円 473 万円 1,054 万円 1,527 万円
株式等譲渡所得割交付金 1,277 万円 0万円 1,277 万円 1,277 万円
地方消費税交付金 4億 6,739 万円 2億 6,249 万円 2億 490 万円 4億 6,739 万円
ゴルフ場利用税交付金 2,916 万円 1,236 万円 1,680 万円 2,916 万円
自動車取得税交付金 4,750 万円 1,407 万円 3,343 万円 4,750 万円
地方特例交付金 1,818 万円 1,818 万円 0万円 1,818 万円
地方交付税 65 億 5,674 万円 43 億 2,038 万円 22 億 3,636 万円 65 億 5,674 万円
交通安全対策特別交付金 264 万円 138 万円 126 万円 264 万円
分担金及び負担金 1億 7,182 万円 7,507 万円 9,194 万円 1億 6,701 万円
使用料及び手数料 1億 3,119 万円 4,820 万円 4,538 万円 9,358 万円
国庫支出金 11 億 7,178 万円 2億 9,168 万円 6億 6,291 万円 9億 5,459 万円
県支出金 14 億 7,796 万円 1億 914 万円 5億 7,128 万円 6億 8,042 万円
財産収入 4,817 万円 3,065 万円 1,748 万円 4,813 万円
寄附金 2億 3,258 万円 6,492 万円 1億 5,448 万円 2億 1,940 万円
繰入金 11 憶 1,118 万円 0万円 3億 8,150 万円 3億 8,150 万円
繰越金 3億 9,909 万円 3億 9,909 万円 0万円 3億 9,909 万円
諸収入 3億 3,964 万円 1億 4,309 万円 7,363 万円 2億 1,672 万円
町債 14 億 8,980 万円 0万円 5億 940 万円 5億 940 万円

合計 168 億 7,702 万円 78 億 8,281 万円 60 億 2,335 万円 139 億 616 万円

歳出科目 平成 30年度予算額 支出済額
上半期（4～ 9月） 下半期（10～ 3月） 合計

議会費 1億 808 万円 5,777 万円 5,017 万円 1億 794 万円
総務費 14 億 9,837 万円 7億 1,846 万円 5億 8,234 万円 13 億 80 万円
民生費 38 億 6,940 万円 11 憶 3,859 万円 15 億 8,282 万円 27 億 2,141 万円
衛生費 11 憶 9,729 万円 3億 8,403 万円 4億 2,503 万円 8億 906 万円
労働費 2,708 万円 1,054 万円 1,047 万円 2,101 万円
農林水産業費 15 億 7,934 万円 2億 9,424 万円 5億 3,372 万円 8億 2,796 万円
商工費 1億 9,431 万円 9,584 万円 5,935 万円 1億 5,519 万円
土木費 12 億 2,808 万円 1億 6,696 万円 2億 8,658 万円 4億 5,354 万円
消防費 9億 4,167 万円 3億 4,205 万円 4億 238 万円 7億 4,443 万円
教育費 11 憶 4,660 万円 4億 8,168 万円 5億 4,695 万円 10 億 2,863 万円
災害復旧費 8億 8,637 万円 6,580 万円 2億 3,701 万円 3億 281 万円
公債費 32 億 6,149 万円 8億 3,088 万円 13 億 5,911 万円 21 億 8,999 万円
諸支出金 5億 1,320 万円 2,354 万円 1,563 万円 3,917 万円
予備費 4億 2,575 万円 0万円 0万円 0万円

合計 168 億 7,702 万円 46 億 1,036 万円 60 億 9,157 万円 107 億 193 万円

平成 30年度（2018 年度）一般会計の特徴
平成 30 年度（2018 年度）予算額は、前年度予算額 156 億

1,109万円と比較して約12億7,000万円の増額となりました。
増額となった主な要因は、災害復旧費の増、過去に金融機

関から借り入れた高利率の地方債を繰り上げて償還したこと
による公債費の増、防災行政無線デジタル化改修事業による
消防費の増および緊急経営体育成支援事業による農林水産業
費の増によるものです。

一般会計の予算執行状況

一般会計予算額を
町民 1人当たりに換算すると…

1 人当たりの町税負担額　11 万 1,626 円

1 人当たりに使われるお金　62 万 9,646 円

1 人当たりの町債残高　　71 万 3,953 円

※人口　平成 31 年（2019 年）3月 31 日現在　2万 6,804 人

平成 30年度（2018 年度）下半期　有田川町の財政事情
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会計区分 平成 30年度予算額 各会計の上段：収入済額、下段：支出済額
上半期（4～ 9月） 下半期（10～ 3月） 合計

国民健康保険事業特別会計 36 億 3,833 万円 18 億 6,922 万円 16 億 2,723 万円 34 億 9,645 万円
15 億 3,947 万円 18 億 2,888 万円 33 億 6,835 万円

後期高齢者医療特別会計 7億 4,674 万円 1億 277 万円 2億 5,622 万円 3億 5,899 万円
2億 5,652 万円 4億 1,879 万円 6億 7,531 万円

介護保険事業特別会計 31 億 9,371 万円 12 億 9,859 万円 13 億 5,033 万円 26 億 4,892 万円
12 億 9,290 万円 15 億 4,602 万円 28 億 3,892 万円

簡易水道事業特別会計 6億 3,822 万円 8,258 万円 1億 546 万円 1億 8,804 万円
2億 4,247 万円 2億 6,946 万円 5億 1,193 万円

農業集落排水事業特別会計 2億 ,8971 万円 2,403 万円 2,784 万円 5,187 万円
1億 2,818 万円 1億 2,911 万円 2億 5,729 万円

簡易排水事業特別会計 176 万円 36 万円 44 万円 80 万円
113 万円 48 万円 161 万円

浄化槽事業特別会計 808 万円 187 万円 224 万円 411 万円
252 万円 269 万円 521 万円

かなや明恵峡温泉特別会計 6,384 万円 2,835 万円 3,131 万円 5,966 万円
4,020 万円 2,157 万円 6,177 万円

特別養護老人ホーム等事業
特別会計 446 万円 16 万円 0万円 16 万円

16 万円 20 万円 36 万円

公共下水道事業特別会計 18 億 9,995 万円 1億 1,003 万円 5億 4,044 万円 6億 5,047 万円
6億 1,001 万円 7億 6,679 万円 13 億 7,680 万円

岩倉財産区管理会特別会計 6万円 4万円 0万円 4万円
4万円 0万円 4万円

粟生財産区管理会特別会計 32 万円 32 万円 9万円 41 万円
2万円 0万円 2万円

城山山林財産区管理会
特別会計 192 万円 192 万円 0万円 192 万円

4万円 0万円 4万円
八幡山林財産区管理会
特別会計 88 万円 17 万円 70 万円 87 万円

3万円 76 万円 79 万円
安諦山林財産区管理会
特別会計 11 万円 11 万円 0万円 11 万円

3万円 0万円 3万円

合計 104 億 8,809 万円 35 億 2,050 万円 39 億 4,233 万円 74 億 6,283 万円
41 億 1,370 万円 49 億 8,477 万円 90 億 9,847 万円

基金と地方債 ( 借入金 ) の状況

平成 31 年（2019 年）3月 31 日現在での町全体
の基金現在高は 136 億 4,602 万円となり、前年度
より 4億 3,225 万円の増額となりました。
その中でもふるさと応援基金が 2億 2,192 万円

の増額、公共施設整備基金が 2億 941 万円の増額
となりました。
また、地方債の借入現在高については、324 億

6,466 万円で、前年度より 9億 1,398 万円の減額と
なりました。全会計の中で公共下水道事業特別会
計が公共下水道整備により増額となったが、それ
以外の会計で減額となりました。
一般会計では、新規借入により辺地対策事業債

および災害復旧事業債が増額となったが、それ以
外の地方債は償還終了などによって減額となりま
した。

特別会計の予算執行状況

公営企業会計（水道事業会計）の予算執行状況

地方債と一時借入金の状況

基金（貯金）の状況

収支不足については、基金から一時的に繰り入れて資金運用しています。

一般会計・特別会計の合算額
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制
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介
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険
サ
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ビ
ス
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所

得
者
の
負
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を
軽
減
す
る
制
度
で
す
。

介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定

介
護
保
険
施
設
サ
ー
ビ
ス
（
短
期
入
所

を
含
む
）
を
利
用
す
る
と
、
介
護
サ
ー
ビ

ス
費
の
他
に
居
住
費
等
や
食
費
を
負
担
す

る
こ
と
に
な
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ま
す
。
低
所
得
の
方
の
施

設
利
用
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ら
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よ
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等
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負
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担
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ま
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の
自
己
負
担
に
な
り
ま
す
。

居住費・食費の上限額（自己負担限度額）（1日あたり）

利用者負担段階
居住費（滞在費）の上限額

食費の
上限額ユニット型

個室
ユニット型
個室的多床室
・従来型個室

多床室

第１段階 世帯の全員（世帯を分離している配偶者を含む）が住民税非課税で、 
老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者。 820 円 490 円

（320 円） 0円 300 円

第２段階
世帯の全員（世帯を分離している配偶者を含む）が住民税非課税で 
合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が 80 万
円以下の方。

820 円 490 円
（420 円） 370 円 390 円

第３段階 世帯の全員（世帯を分離している配偶者を含む）が住民税非課税で、 
第２段階に該当しない方。 1,310 円 1,310 円

（820 円） 370 円 650 円

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は（　）内の金額となります。

●
申
請
が
必
要
で
す

負
担
限
度
額
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す

る
人
は
、「
介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定

申
請
書
」
と
「
同
意
書
」
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
な
お
、
申
請
に
は
本
人
お
よ
び

配
偶
者
の
資
産
状
況
な
ど
の
記
入
や
預
金

通
帳
の
写
し
の
添
付
が
必
要
で
す
。

該
当
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、「
介

護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
証
」
を
交
付
し

ま
す
。
認
定
証
の
有
効
期
限
は
、
申
請
月

の
初
日
（
1
日
）
か
ら
、
7
月
31
日
ま
で

で
す
。
引
き
続
き
適
用
を
受
け
よ
う
と
す

る
場
合
は
、
改
め
て
申
請
が
必
要
で
す
。

●
認
定
要
件

①
本
人
お
よ
び
世
帯
全
員
（
別
世
帯
の
配

偶
者
を
含
む
）
が
、
住
民
税
非
課
税
で

あ
る
こ
と
。

②
預
貯
金
な
ど
が
単
身
で
１
０
０
０
万

円
・
夫
婦
で
２
０
０
０
万
円
以
下
で
あ

る
こ
と
。

社
会
福
祉
法
人
な
ど
に
よ
る

生
活
困
難
者
の
利
用
者
負
担
軽
減

社
会
福
祉
法
人
が
、
特
に
生
計
が
困
難

な
利
用
者
に
対
し
て
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
し
た
利
用
者
負
担
の
1
割
分
と
食

費
・
居
住
費
（
滞
在
費
）
の
利
用
者
負
担

の
軽
減
を
し
ま
す
。

こ
の
軽
減
を
受
け
る
た
め
に
は
、
利
用

者
ま
た
は
家
族
な
ど
に
よ
る
申
請
が
必
要

で
、
社
会
福
祉
法
人
に
提
出
す
る
た
め
の

「
確
認
証
」
の
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

確
認
証
の
有
効
期
限
は
、
申
請
月
の
初

日
（
1
日
）
か
ら
、7
月
31
日
ま
で
で
す
。

な
お
、
認
定
要
件
と
し
て
、
収
入
や
預

貯
金
な
ど
の
条
件
が
複
数
あ
り
ま
す
。

●
申
請
先
／
長
寿
支
援
課
（
金
屋
庁
舎
）・

住
民
課
（
吉
備
庁
舎
）・
清
水
行
政
局

住
民
福
祉
室

介
護
保
険
負
担
割
合
証
の

送
付
（
更
新
）

負
担
割
合
証
の
更
新
時
期
と
な
っ
た
の

で
、更
新
し
た
負
担
割
合
証
（
色
は
ピ
ン
ク
）

を
7
月
下
旬
に
送
付
し
ま
す
。
要
介
護
（
支

援
）
認
定
を
受
け
て
い
る
人
は
、
保
険
証
と

一
緒
に
、
更
新
と
な
っ
た
1
割
、
2
割
ま
た

は
3
割
と
記
載
さ
れ
た
負
担
割
合
証
を
お
持

ち
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

有
効
期
間
は
、
当
該
年
度
の
８
月
１
日

か
ら
翌
年
度
の
7
月
31
日
ま
で
の
１
年
間

で
す
。
毎
年
、
前
年
の
合
計
所
得
金
額
等

に
よ
り
判
断
さ
れ
、
更
新
さ
れ
ま
す
。

２
割
お
よ
び
３
割
の
利
用
者
負
担
と
な

る
の
は
、
基
準
以
上
の
所
得
を
有
す
る
本

人
の
み
で
す
。
同
一
世
帯
に
他
に
介
護

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
方
が
い
て
も
、
そ

の
人
自
身
の
所
得
が
基
準
以
上
で
な
け
れ

介護保険に関する
お知らせ

問長寿支援課（金屋庁舎）

4

負担割合
3割

下記の①②の両方に該当する人 
①本人の合計所得金額が 220 万円以上 
②同じ世帯にいる 65 歳以上の人の
　「年金収入+その他の合計所得金額」が 
　・単身世帯：340 万円以上
　・2人以上世帯：463 万円以上

負担割合
2割

上記（利用者負担が 3割）以外の人で、
下記の①②の両方に該当する人 
①本人の合計所得金額が 160 万円以上 
②同じ世帯にいる 65 歳以上の人の
　「年金収入+その他の合計所得金額」が 
　・単身世帯：280 万円以上
　・2人以上世帯：346 万円以上

負担割合
1割

・上記（利用者負担が 3割・2割）以外の人
・40 ～ 64 歳の人（2号被保険者）

ば
、
そ
の
人
は
２
割
ま
た
は
３
割
の
利
用

者
負
担
と
は
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
２
割

お
よ
び
３
割
の
利
用
者
負
担
と
な
っ
た
人

で
あ
っ
て
も
、
月
額
の
利
用
者
負
担
に
上

限
額
が
あ
る
た
め
、
申
請
に
よ
っ
て
上
限

額
を
超
え
た
金
額
が
「
高
額
介
護
サ
ー
ビ

ス
費
」
と
し
て
後
で
払
い
戻
さ
れ
ま
す
。

●
負
担
割
合
の
変
更
が
あ
る
と
き

・
所
得
更
正
が
あ
っ
た
と
き

・
転
出
入
等
に
よ
る
同
一
世
帯
の
１
号

被
保
険
者
数
に
増
減
が
あ
っ
た
と
き

※
合
計
所
得
金
額
と
は
／
税
法
上
の
合
計
所
得

金
額
か
ら
、
土
地
や
建
物
の
売
却
に
係
る
短

段階 計算基礎 対象者 介護保険料
月額 年額

第 1段階 基準額× 0.375 
（基準額× 0.45）

・生活保護を受けている人 
・老齢福祉年金受給者で住民税非課税世帯の人 
・住民税非課税世帯で 
　前年の合計所得金額＋課税年金収入額が 80 万円以下の人

2,325 円 
（2,790 円）

2万 7,900 円 
（3 万 3,480 円）

第 2段階 基準額× 0.625 
（基準額× 0.75）

住民税非課税世帯で 
前年の「合計所得金額＋課税年金収入額」が 
80 万円を超えて 120 万円以下の人

3,875 円 
（4,650 円）

4万 6,500 円 
（5 万 5,800 円）

第 3段階 基準額× 0.725 
（基準額× 0.75）

住民税非課税世帯で 
前年の「合計所得金額＋課税年金収入額」が 120 万円を超える人

4,495 円 
（4,650 円）

5万 3,940 円 
（5 万 5,800 円）

第 4段階 基準額× 0.90 本人が住民税非課税者で、世帯の誰かに住民税課税者が居る場合、 
前年の「合計所得金額＋課税年金収入額」が 80 万円以下の人 5,580 円 6 万 6,960 円

第 5段階 基準額 本人が住民税非課税者で、世帯の誰かに住民税課税者が居る場合、 
前年の「合計所得金額＋課税年金収入額」が 80 万円を超える人 6,200 円 7 万 4,400 円

第 6段階 基準額× 1.20 本人が住民税課税者で、 
前年の合計所得金額が 120 万円未満の人 7,440 円 8 万 9,280 円

第 7段階 基準額× 1.30 本人が住民税課税者で、 
前年の合計所得金額が 120 万円以上 200 万円未満の人 8,060 円 9 万 6,720 円

第 8段階 基準額× 1.50 本人が住民税課税者で、 
前年の合計所得金額が 200 万円以上 300 万円未満の人 9,300 円 11 万 1,600 円

第 9段階 基準額× 1.70 本人が住民税課税者で、 
前年の合計所得金額が 300 万円以上の人 1万 540 円 12 万 6,480 円

※第 1～ 3段階の（　）内は平成 30 年度（2018 年度）の保険料です。

期
・
長
期
譲
渡
所
得
の
特
別
控
除
額
を
差
し

引
い
た
金
額
を
い
い
ま
す
。
な
お
、
マ
イ
ナ

ス
の
場
合
は
0
円
と
し
て
計
算
し
ま
す
。

※
そ
の
他
の
合
計
所
得
金
額
と
は
／
合
計
所
得

金
額
か
ら
、公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
（
公

的
年
金
等
収
入
額
か
ら
公
的
年
金
等
控
除
額

を
差
し
引
い
た
金
額
）
を
差
し
引
い
た
額
を

い
い
ま
す
。
な
お
、
マ
イ
ナ
ス
の
場
合
は
0

円
と
し
て
計
算
し
ま
す
。

介
護
保
険
料
が

変
わ
り
ま
し
た

介
護
保
険
制
度
は
、
40
歳
以
上
の
人
が

納
め
る
保
険
料
と
、
国
・
県
・
町
の
負
担

金
で
賄
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
う
ち
、
65

歳
以
上
の
人
の
介
護
保
険
料
は
、介
護
サ
ー

ビ
ス
に
か
か
る
費
用
な
ど
か
ら
算
出
さ
れ

る
基
準
額
を
基
に
、
皆
さ
ま
の
所
得
に
応

じ
て
段
階
的
に
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

令
和
元
年
度（
2
0
1
9
年
度
）か
ら
、

低
所
得
者
に
対
す
る
介
護
保
険
料
軽
減
強

化
の
た
め
、
保
険
料
率
が
引
き
下
げ
ら
れ

ま
し
た
。

介
護
保
険
料
は
、
原
則
と
し
て
特
別
徴

収
（
年
金
か
ら
天
引
き
）
さ
れ
て
い
ま
す
。

特
別
徴
収
以
外
の
人
（
普
通
徴
収
の
人
）

は
、
町
か
ら
送
付
す
る
納
付
書
や
口
座
振

替
に
よ
り
、
納
期
限
ま
で
に
納
付
し
て
く

だ
さ
い
。

平成 30 年（2018 年）～令和 2年（2020 年）の介護保険料の基準額
月額 6,200 円
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健康みちしるべ

あ
な
た
も
「
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
」
に
！

〜 

大
切
な
人
の
悩
み
に
気
付
く
、
支
え
る 

〜

ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
と
は
、
悩
ん
で
い
る

人
に
気
付
き
、
声
を
か
け
、
話
を
聴
い
て
、

必
要
な
支
援
に
つ
な
げ
、
見
守
る
人
の
こ

と
で
す
。
命
の
〝
門
番
〞
と
い
う
意
味
で

呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

 

自
殺
者
は
減
っ
て
い
る
の
で
は
？

人
の
命
は
何
も
の
に
も
代
え
難
い
も
の

で
す
。
し
か
し
自
殺
者
は
後
を
絶
ち
ま
せ

ん
。
日
本
で
は
、
全
体
の
自
殺
者
数
は
減

少
し
て
い
る
も
の
の
、
若
年
層
の
減
少
率

が
小
さ
く
、
主
要
国
の
中
で
の
自
殺
率
は

ロ
シ
ア
に
次
い
で
高
い
水
準
と
な
っ
て
い

ま
す
。

自
殺
の
背
景
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
病

気
や
障
害
な
ど
の
健
康
問
題
や
失
業
・
倒

産
、
多
重
債
務
、
長
時
間
労
働
な
ど
の
社

会
的
・
経
済
的
問
題
、
職
場
・
学
校
・
家

庭
の
問
題
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
悩
み
を

抱
え
て
心
理
的
に
追
い
込
ま
れ
て
し
ま
っ

た
末
の
も
の
で
す
。
ま
た
「
死
に
た
い
」

と
考
え
て
い
る
人
自
身
も
、「
生
き
た
い
」

と
い
う
本
心
と
の
間
で
激
し
く
揺
れ
動
い

て
お
り
、
自
殺
に
至
る
何
ら
か
の
サ
イ
ン

を
発
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
こ
と
か
ら
、

自
殺
は
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
問
題
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

 

自
殺
に
つ
な
が
る
サ
イ
ン
や
状
況

●
「
元
気
が
な
い
」「
口
数
が
減
っ
た
」

な
ど
、
い
つ
も
と
違
う
時
は
要
注
意

さ
ま
ざ
ま
な
悩
み
を
抱
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
精
神
面
だ
け
で
な
く
、
体
や
日
常

生
活
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
例
え
ば
、

・
元
気
が
な
く
な
っ
た

・
食
事
量
が
減
っ
た

・
よ
く
眠
れ
な
い（
普
段
よ
り
疲
れ
た
顔
）

・
た
め
息
が
目
立
つ

・
口
数
が
減
っ
た

な
ど
、
い
つ
も
と
違
う
様
子
な
ら
、
特
に

注
意
が
必
要
で
す
。

ま
た
、
自
殺
者
の
大
半
が
う
つ
病
な
ど

の
精
神
疾
患
に
か
か
っ
て
い
た
こ
と
も
分

か
っ
て
い
ま
す
。

 「
い
つ
も
と
違
う
」
に
気
付
い
た
ら

●
ま
ず
は
勇
気
を
出
し
て
「
声
掛
け
」
を

も
し
も
、
い
つ
も
顔
を
合
わ
せ
る
人
の

元
気
が
最
近
な
い
な
ど
、
い
つ
も
と
違
っ

て
い
た
ら
…
。
ま
ず
は
勇
気
を
も
っ
て

「
ど
う
し
た
の
？
」「
よ
く
眠
れ
て
い
る
？
」

な
ど
と
声
を
か
け
て
み
ま
せ
ん
か
。「
周

囲
が
手
を
差
し
伸
べ
、
話
を
聴
く
」
こ
と

に
よ
っ
て
、
結
果
と
し
て
自
殺
を
考
え
た

人
が
そ
れ
を
乗
り
越
え
ら
れ
る
こ
と
に
も

つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
調
査
結
果
が
あ

り
ま
す
（
内
閣
府
「
自
殺
対
策
に
関
す
る

意
識
調
査
」）。

有
田
川
町
で
は
、
平
成
26
年
度

（
2
0
1
4
年
度
）
か
ら
「
ゲ
ー
ト
キ
ー

パ
ー
養
成
講
座
」
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

今
年
度
の
講
座
の
詳
細
が
決
ま
り
次
第
、

本
紙
や
回
覧
物
な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま

す
。
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

金
屋
庁
舎
健
康
推
進
課

清
水
行
政
局
住
民
福
祉
室

開設日時など

子育て悩み事相談 月曜日（要予約） 8時 30 分～ 17 時 15 分

子育て相談・ほっとルーム 
＆お外遊び 火曜日～木曜日 9時～ 11 時・13 時 30 分～ 16 時 30 分

あそびのひろば
●第 1・第 3金曜日／ 0～ 1歳半 
●第 2・第 4金曜日／ 1歳半～就学前 
※第 5金曜日はお休みです

10 時～ 11 時 30 分（9時 30 分受け付け開始） 

14 時～ 15 時（13 時 30 分受け付け開始）

「たまてばこ」さんの 
絵本の読み聞かせ

奇数月の第 1金曜日（午前の「あそびのひろば」）／ 0～ 1歳半
偶数月の第 2金曜日（午前の「あそびのひろば」）／ 1歳半～就学前

にこにこひろば 
（1歳半～）

●第 4水曜日（7月 24 日）10 時～ 11 時 
　※ 9時 30 分受け付け開始　※受け付け後、10 時まで自由遊び 
●内容／水に浮かべて遊ぼう！（タオルや着替えを持ってきてね）
●場所／金屋文化保健センター

●場所（にこにこひろば以外）／子育て支援センター（旧きび中央保育所）
　☎ 090-7966-7697・52-5474（ファクス兼用）

　ほっとルームでは自由に遊んでおしゃ
べりできる場所を、あそびのひろばでは楽
しいあそびを用意してお待ちしています。
　一緒に子育てを楽しみましょう！

余裕がなくなったら、
まず深呼吸してリフレッシュ
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7 月 1 日（月）

8:00 ～ 9:00　石垣公民館

特定・胃・大腸・胸部・前立腺・乳房

7 月 6 日（土）

8:00 ～ 9:00　きびドーム

特定・胃・大腸・胸部・前立腺・乳房

7 月 16 日（火）

8:00 ～ 9:00　金屋文化保健センター

特定・胃・大腸・胸部・前立腺・乳房

8 月 3 日（土）

8:00 ～ 9:00　金屋文化保健センター

特定・胃・大腸・胸部・前立腺・乳房

8 月 25 日（日）

8:00 ～ 9:00　きび保健福祉センター

特定・胃・大腸・胸部・前立腺・乳房・子宮

7 月 3 日（水）・8月 7日（水）

　■場所／金屋文化保健センター

7月 29 日（月）

　■場所／清水保健センター

7月 1日（月）清水保健センター

7 月 4 日（木）金屋文化保健センター

7 月 11 日（木）金屋文化保健センター

7 月 18 日（木）金屋文化保健センター

7 月 25 日（木）金屋文化保健センター

8 月 1 日（木）金屋文化保健センター

8 月 5 日（月）清水保健センター

4 カ月児健診［平成 31 年（2019 年）3月生まれ］

　7月 23 日（火）13:00 ～ 13:15

10 カ月児健診［平成 30 年（2018 年）8月生まれ］

　7月 2日（火）12:30 ～ 12:45

1 歳 6 カ月児健診［平成 29 年（2017 年）11 月生まれ］

　7月 17 日（水）12:45 ～ 13:00

2 歳児健診［平成 29 年（2017 年）4月生まれ］

　7月 24 日（水）12:45 ～ 13:00

3 歳 6 カ月児健診［平成 27 年（2015 年）12 月生まれ］

　7月 10 日（水）12:45 ～ 13:00

■場所／金屋文化保健センター

7月 1日（月）・8月 5日（月）

■場所／清水保健センター
実施時間

9:00～11:00

実施時間

9:00～
11:00

実施時間

9:00～11:00
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認知症キャラバン・メイト連絡会では、「ロ

バつうしん」を通じ、「認知症サポーター養

成講座」の様子や日々 の活動をお伝えして

います。皆さまの講座受講をお待ちしていま

す。

4月20日（土）に田殿丹生神社 敬神婦

人会の４8人が「認知症サポーター養成講座」

を受講してくれました。受講後の感想として

「認知症の予防として人とのコミュニケーショ

ンを大いにとり、笑顔で過ごせるようにしたい」

や「思いやりをもち、気配りができる人間に

なりたいと思った」などが聞かれました。

有田川町では毎年、地域や学校などで受

講いただき、認知症を正しく理解し誰もが安

心して住み続けられるやさしい町を目指して

います。皆さまのお住まいの地域でも、随時

開催できるので、地域包括支援センターまで

ご連絡ください。

地域通貨モデル事業「ありがとう券」の換金終了

4

夏
は
水
辺
で
遊
ぶ
機
会
が
増
え
る
季
節

で
す
。

水
辺
の
ト
ラ
ブ
ル
は
重
大
事
故
に
つ
な

が
り
や
す
く
、
子
ど
も
の
事
故
は
河
川
で

多
く
発
生
し
て
い
ま
す
。

次
の
事
項
に
注
意
し
て
、
安
全
に
レ

ジ
ャ
ー
を
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。

・
天
候
や
川
の
状
態
に
は
、
常
に
注
意
し

ま
し
ょ
う
。

・
川
の
流
れ
が
急
な
と
こ
ろ
、
深
み
に
は

注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
地
形
に
よ
り
流

速
が
増
し
、
急
に
深
く
な
る
場
所
が
あ

り
ま
す
。

・
も
し
流
さ
れ
て
し
ま
っ
た
場
合
は
、
流

れ
に
逆
ら
わ
ず
、
安
全
な
場
所
ま
で
流

さ
れ
る
よ
う
に
し
、
助
け
を
待
ち
ま

し
ょ
う
。

自
然
を
甘
く
見
ず
、
危
険
を
認
識
し
、

計
画
を
立
て
て
行
動
し
ま
し
ょ
う
。

夜
を
彩
る
花
火
は
夏
の
風
物
詩
。
親
子

で
お
も
ち
ゃ
花
火
を
楽
し
む
と
い
う
家
庭

も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

し
か
し
、
毎
年
7
月
か
ら
8
月
は
、
お

も
ち
ゃ
花
火
の
事
故
が
多
発
す
る
時
期
で

も
あ
り
ま
す
。
事
故
を
防
ぐ
た
め
に
も
、

次
の
こ
と
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

・
花
火
に
書
い
て
あ
る
遊
び
方
を
よ
く
読

ん
で
、
必
ず
守
り
ま
し
ょ
う
。

・
花
火
を
人
や
家
に
向
け
た
り
、
燃
え
や

す
い
も
の
の
近
く
で
遊
ん
だ
り
し
な
い

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

・
風
の
強
い
日
は
花
火
遊
び
を
し
な
い
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。

・
水
の
入
っ
た
バ
ケ
ツ
な
ど
を
用
意
し
、

子
ど
も
だ
け
で
遊
ば
な
い
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。

・
吹
き
出
し
・
打
ち
上
げ
な
ど
の
筒
も
の

花
火
は
、
途
中
で
火
が
消
え
て
も
の
ぞ

い
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
大
け
が
に
つ
な

が
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　や
け
ど
や
火
災
の
危
険
性
を
知
っ
て
も

ら
う
た
め
、
消
防
署
で
は
「
お
も
ち
ゃ
花

火
教
室
」
を
各
保
育
所
で
開
催
し
て
い
ま

す
。北

海
道
胆
振
東
部
地
震
で
、
停
電
し
た

室
内
で
発
電
機
を
使
用
し
、
一
酸
化
炭
素

中
毒
で
死
亡
す
る
と
い
う
事
故
が
数
件
発

生
し
ま
し
た
。

災
害
が
発
生
し
た
場
合
、
復
旧
ま
で
に

は
ガ
ス
や
石
油
機
器
、
小
型
発
電
機
な
ど

を
使
用
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
こ

れ
ら
の
製
品
は
、
使
い
方
に
よ
っ
て
は
火

災
や
一
酸
化
炭
素
中
毒
な
ど
の
事
故
を
引

き
起
こ
す
危
険
が
あ
り
ま
す
。

事
故
防
止
の
た
め
、
次
の
事
項
に
注
意

し
て
く
だ
さ
い
。

・
カ
セ
ッ
ト
こ
ん
ろ
の
ボ
ン
ベ
は
、
ガ
ス

が
漏
れ
だ
さ
な
い
よ
う
に
正
し
く
装
着

す
る
。
ま
た
、
ボ
ン
ベ
カ
バ
ー
ま
で
覆

う
よ
う
な
大
き
な
鍋
や
鉄
板
は
使
用
し

な
い
。
放
射
熱
で
ボ
ン
ベ
が
熱
せ
ら
れ

て
、
爆
発
す
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

・
小
型
発
電
機
の
運
転
中
の
排
気
ガ
ス
に

は
一
酸
化
炭
素
が
含
ま
れ
て
い
る
た

め
、
屋
内
で
は
使
用
し
な
い
。
屋
外
で

使
用
す
る
場
合
で
も
、
風
通
し
の
悪
い

場
所
で
は
一
酸
化
炭
素
中
毒
に
な
る
恐

れ
が
あ
る
の
で
、
風
通
し
の
良
い
場
所

で
使
用
し
ま
し
ょ
う
。
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監
視
を
強
化
し
ま
す
。

小
型
監
視
カ
メ
ラ
で
得
た
情
報
は
、
廃

棄
物
不
法
投
棄
の
抑
制
、
発
見
し
た
場
合

の
指
導
な
ど
の
徹
底
や
警
察
へ
の
通
報
を

目
的
と
し
た
も
の
で
、
そ
れ
以
外
に
用
い

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
後
も
監
視
体

制
や
啓
発
、
関
係
機
関
と
の
連
携
を
強
化

し
、
廃
棄
物
不
法
投
棄
の
防
止
に
取
り
組

み
ま
す
。

低
炭
素
社
会
づ
く
り
の
促
進
を
図
る
た

め
、
太
陽
光
発
電
設
備
補
助
制
度
と
太
陽

熱
利
用
設
備
補
助
制
度
が
あ
り
ま
す
。

補
助
制
度
を
利
用
す
る
場
合
は
、
着
工

前
に
申
請
が
必
要
で
す
。
詳
し
く
は
環
境

衛
生
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

 

太
陽
光
発
電
設
備
補
助
制
度

●
対
象
者
／
太
陽
光
発
電
設
備
（
10
㎾
未

満
）
を
新
設
し
よ
う
と
す
る
方
で
、
今

年
度
中
に
電
力
会
社
と
電
力
需
給
契
約

を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
、
完
成
時
に
町
内

に
住
所
を
有
し
て
い
る
方

●
補
助
額
／
最
大
出
力
1
㎾
当
た
り
4
万

円
、
上
限
12
万
円
（
モ
ジ
ュ
ー
ル
出
力

で
計
算
）

環境省から公表された一般廃棄物処理事業実態調査の結果
（平成 29 年度〔2019 年度〕）によると、有田川町の 1人 1日
当たりのごみ排出量は 743.3g で、和歌山県内で４番目に少な
い市町村となっています。これは 1人当たり年間で約 270kg
のごみを排出していることになります。
また、ごみ排出量のうち、家庭から出る燃えるごみの計画

収集量については、1人 1日当たり 364.0g で、県内市町村で
最少となっています。有田川町では、ごみ減量を目指してコ
ンポスト容器の無料貸与や生ごみ処理機の購入補助を行って
います。

盆
ま
で
に
し
尿
の
く
み
取
り
を
希
望
す

る
方
は
、
7
月
16
日
（
火
）
ま
で
に
、
次

の
し
尿
収
集
業
者
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。

※
7
月
16
日
（
火
）
を
過
ぎ
る
と
、
盆
ま

で
に
く
み
取
り
が
で
き
な
い
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

※
収
集
業
務
は
8
月
12
日
（
月
）
か
ら
8

月
18
日
（
日
）
ま
で
休
業
し
ま
す
。

●
吉
備
・
金
屋
地
域

・
上
田
衛
生

　☎
５
２
‐
４
５
８
２

・（
有
）
武
田
清
掃

　☎
３
２
‐
２
３
９
１

●
清
水
地
域

・（
有
）
武
田
清
掃

　☎
３
２
‐
２
３
９
１

和
歌
山
県
で
は
、
廃
棄
物
不
法
投
棄
対

策
と
し
て
監
視
カ
メ
ラ
の
設
置
と
監
視
パ

ト
ロ
ー
ル
を
行
い
、
そ
れ
を
周
知
す
る
こ

と
で
不
法
投
棄
の
抑
制
に
つ
な
げ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
依
然
と
し
て
不
法
投
棄

が
無
く
な
ら
な
い
た
め
、
平
成
28
年
度

（
2
0
1
6
年
度
）
か
ら
新
た
に
小
型
監

視
カ
メ
ラ
を
導
入
し
、
不
法
投
棄
対
策
を

行
っ
て
き
ま
し
た
。
今
年
度
か
ら
は
小
型

監
視
カ
メ
ラ
の
台
数
を
増
や
し
、
対
策
強

化
を
図
り
ま
す
。

町
内
で
は
、
12
月
か
ら
令
和
2
年

（
2
0
2
0
年
）
2
月
の
間
は
川
口
地
区

に
、
令
和
2
年
（
2
0
2
0
年
）
3
月

か
ら
5
月
の
間
に
は
岩
野
河
地
区
・
粟
生

地
区
に
小
型
監
視
カ
メ
ラ
を
設
置
す
る
と

と
も
に
、重
点
的
に
パ
ト
ロ
ー
ル
を
行
い
、

 

太
陽
熱
利
用
設
備
補
助
制
度

●
対
象
者
／
町
内
に
太
陽
熱
利
用
機
器
を

設
置
し
よ
う
と
す
る
個
人
ま
た
は
事
業

者
●
補
助
額
／
設
備
導
入
費
用
の
3
分
の
1

以
内
、
上
限
10
万
円

※
た
だ
し
貯
湯
槽
を
屋
上
に
設
置
す
る
タ

イ
プ
は
一
律
7
万
円

●
対
象
シ
ス
テ
ム
／
太
陽
熱
を
給
湯
ま
た

は
空
調
な
ど
に
利
用
す
る
設
備
で
、
未

使
用
品
に
限
り
ま
す
。
サ
ン
ル
ー
ム
・

ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
な
ど
は
除
き
ま
す
。

4

5 月 18 日（土）、「REIWA ～新時代を俺たちが創る～」のスローガンの下、吉備中
学校体育祭を開催しました。体育祭に向けて一生懸命に取り組んできた生徒たち。当
日はそれぞれの力を十分に発揮し、クラス一丸となり、大いに盛り上がった体育祭に
なりました。
また一つ、主体性が身につくとともに、良い思い出になりました。

5月 25日（土）、真夏を思わせる暑さのもとで「“熱い ” 運動会」を行いました。
全校児童のやる気がみなぎり、一人一人の「笑顔」「いいところ」がたくさん見ら
れる運動会になりました。

4



問

ちいさな駅美術館～ Ponte del Sogno ～

羽尻利門
「夏がきた」絵本原画展
7/ 2（火）～ 7/31（水）
※最終日は 15:00 で終了
※ 7月 18 日（木）は臨時休館日

羽尻利門さんのおはなし会
日時／ 7月 6日（土）14:00 ～ 15:00
場所／ちいさな駅美術館
定員／親子 25 組（先着順）
申し込み／ちいさな駅美術館で受け付け中

※定員になり次第受け付け終了
※電話申し込み可（☎ 52-2580）

7 月のイベント
■おはなしマラソン
①日時／7月13日（土）10:30～（約30分間）
場所／金屋図書館

②日時／ 7月 7日（日）、20 日（土）
いずれも 10:30 ～（約 30 分間）

場所／ちいさな駅美術館
■おひざでだっこのおはなし会
日時／ 7月 9日（火）10:00 ～ 11:00
場所／金屋図書館
対象／ 4カ月～ 2歳児

申し込み不要
・参加費無料

7 月の移動図書館
7月 2日（火）　小川小学校（返却のみ）　13:00～ 13:30
7月 3日（水）　こころの医療センター　14:10～ 14:30
7月 5日（金）　八幡小学校（返却のみ）　13:00～ 13:45

　西ケ峯小学校（返却のみ）　15:25～ 15:45
7月 10日（水）　安諦小学校（返却のみ）　12:40～ 13:00

　しみず園　　　　15:30～16:00
7月 11日（木）　鳥屋城小学校（返却のみ）　13:00～ 13:30
7月 17日（水）　こころの医療センター　14:10～ 14:30
7月 18日（木）　石垣小学校（返却のみ）　13:00～ 13:30

有田川 Library 公式 Twitter やってます！
「有田川 Library 公式 Twitter」では、利用者の皆
さまへのより一層分かりやすい身近な情報発信を
目的として、Twitter（ツイッター）による情報発
信を行っています。
お薦めの本や最新のイベント情報、

スタッフのつぶやきなど、旬の情報
をいち早くお知らせします。ぜひご
覧ください！
https://twitter.com/AridagawaLib

新着図書案内
■一般書
昭和よ、　…………………………　山藤章二／著
リラと戦禍の風　……………　上田早夕里／著
検事の信義　……………………　柚月裕子／著
バジレウス　…………………　塚本青史／著
不老虫　…………………………　石持浅海／著
心音　………………………………　乾ルカ／著
不見（みず）の月　………………　菅浩江／著
むかしむかしあるところに、死体がありました。　…　青柳碧人／著
転生　……………………………　笹本稜平／著
指名手配作家　…………………　藤崎翔／著

■児童書
すだつきたのかわせみ　…　手島圭三郎／作
いないいないばあさん　…　佐々木マキ／作
パンダのパンやさん　…　岡本よしろう／作
おなかがすいたよジョーンズさん！

　…　リチャード・スキャリー／作
イマジナリーフレンドと　

…　ミシェル・クエヴァス／作 
とりづくし　…　内田麟太郎／作 石井聖岳／絵
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が
自
然
に
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
か
な
あ

と
実
感
す
る
出
来
事
が
あ
り
ま
し
た
。

「
令
和
」
と
い
う
新
し
い
時
代
は
、
さ

ら
に
身
の
回
り
の
も
の
が
高
度
化
し
、
よ

り
便
利
な
世
の
中
に
な
っ
て
い
く
の
で

し
ょ
う
が
、
世
代
の
違
い
は
あ
っ
て
も
互

い
に
助
け
合
っ
た
り
、
思
い
や
り
の
気
持

ち
を
も
っ
て
接
し
あ
え
た
り
す
る
環
境
の

中
で
、
今
の
世
代
が
子
育
て
で
き
る
こ
と

を
願
っ
て
い
ま
す
。

さ
ま
ざ
ま
な
人
権
問
題
が
あ
る
昨
今
、

人
々
に
と
っ
て
心
穏
や
か
で
平
和
な
世
の

中
が
続
く
よ
う
に
祈
り
た
い
で
す
。

人
権
機
関
有
田
川
委
員

　武
内 

照
美

お
知
ら
せ

 

人
権
特
設
相
談
所

7
月
18
日
（
木
）、
人
権
特
設
相
談
所

を
開
設
し
ま
す
。
相
談
は
無
料
で
、
秘
密

は
厳
守
さ
れ
ま
す
。

●
場
所
／
き
び
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

●
時
間
／
13
時
〜
16
時

4
月
24
日
（
水
）、
人
権
機
関
有
田
川

定
期
総
会
を
開
催
し
、
今
年
度
の
重
点

テ
ー
マ
を
「
希
望
」
に
決
定
し
ま
し
た
。

 

人
権
啓
発
標
語
を
募
集
し
ま
す

●
応
募
対
象
／
有
田
川
町
に
在
住
ま
た
は

通
勤
・
通
学
し
て
い
る
方

●
内
容
／
「
希
望
（
き
ぼ
う
）」
を
テ
ー

マ
に
し
た
標
語

●
応
募
方
法
／
作
品
に
氏
名
（
ふ
り
が

な
）・
年
齢
・
学
校
名
と
学
年
（
学
生

の
場
合
）・
住
所
・
電
話
番
号
を
記
載
し
、

左
記
ま
で
ご
応
募
く
だ
さ
い
。
応
募
は

1
人
1
作
品
で
す
。

●
応
募
先

〒
６
４
３
‐
０
１
５
３

　有
田
川
町
中

井
原
1
3
6
番
地
2

有
田
川
町
教
育
委
員
会 

教
育
部
社
会
教

育
課
内 

人
権
機
関
有
田
川
事
務
局 

宛

・
電
話 

５
２
‐
２
１
１
１
（
代
）

・
フ
ァ
ク
ス 

３
２
‐
４
８
２
７

※
フ
ァ
ク
ス
で
の
応
募
も
可

●
応
募
期
間
／
7
月
8
日
（
月
）
〜
9
月

4
日
（
水
）

●
賞
／「
一
般
の
部（
高
校
生
含
む
）」「
中

学
生
の
部
」「
小
学
生
の
部
」
の
3
部

門
で
若
干
数
選
考
し
、
記
念
品
を
贈
り

ま
す
。

●
展
示
／
優
秀
作
品
に
つ
い
て
は
、
本
誌

へ
の
掲
載
や
文
化
祭
な
ど
で
の
展
示
、

人
権
標
語
作
品
集
な
ど
、
啓
発
に
広
く

活
用
し
ま
す
。

●
そ
の
他

応
募
作
品
は
未
発
表
の
も
の
に
限
り
ま

す
。

作
品
の
版
権
は
主
催
者
に
帰
属
し
、
主

催
者
が
応
募
者
の
承
諾
を
得
ず
、
啓
発

用
教
材
な
ど
に
使
用
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

応
募
作
品
は
原
則
と
し
て
返
却
し
ま
せ

ん
。

 

思
い
や
り
の
気
持
ち
で

戦
後
生
ま
れ
の
私
た
ち
は
、
小
学
生
の

時
に
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
映
像
を
学
校

の
テ
レ
ビ
で
見
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
そ

の
後
、
大
阪
で
万
博
が
開
催
さ
れ
た
の
は

高
校
生
の
時
で
し
た
。「
月
の
石
」
な
ど

が
展
示
さ
れ
た
会
場
に
行
く
こ
と
が
で

き
、
ま
た
太
陽
の
塔
を
見
て
感
動
し
た
こ

と
が
思
い
出
さ
れ
ま
す
。

そ
の
後
、
日
常
生
活
の
場
で
も
洗
濯
機

や
掃
除
機
、
冷
蔵
庫
な
ど
の
電
化
製
品
が

開
発
さ
れ
、
カ
ラ
ー
テ
レ
ビ
・
ク
ー
ラ
ー
・

自
動
車
な
ど
の
新
し
い
製
品
が
次
々
と
出

て
き
ま
し
た
。
時
代
は
平
成
へ
と
移
り
、

電
子
化
、
携
帯
電
話
の
普
及
な
ど
、
時
代

の
発
展
は
目
覚
ま
し
い
も
の
が
あ
り
ま

す
。
平
成
は
戦
争
が
な
い
平
和
な
時
代
で

し
た
が
、
自
然
災
害
が
多
く
発
生
し
、
幾

多
の
困
難
も
あ
り
ま
し
た
。

移
り
変
わ
る
時
代
の
中
で
も
、
私
が
一

番
つ
ら
く
悲
し
い
思
い
を
し
た
の
は
虐
待

に
よ
る
子
ど
も
の
死
で
す
。「
こ
ん
な
悲

し
い
出
来
事
が
あ
っ
て
い
い
の
だ
ろ
う

か
」「
親
が
虐
待
し
て
死
な
せ
て
し
ま
う

な
ん
て
…
」「
子
ど
も
の
人
権
っ
て
い
っ

た
い
誰
が
守
っ
て
あ
げ
る
の
？
」「
両
親

の
は
ず
な
の
に
、
世
の
中
ど
う
な
っ
て
し

ま
っ
た
ん
だ
ろ
う
」
と
理
解
に
苦
し
み
ま

し
た
。

思
い
起
こ
せ
ば
、
私
た
ち
の
子
育
て
の

時
は
、
自
分
た
ち
の
両
親
や
近
所
の
人
た

ち
に
助
け
て
も
ら
い
、
教
え
て
も
ら
い
な

が
ら
の
子
育
て
で
し
た
。
子
ど
も
は
親
や

周
り
の
大
人
を
見
て
育
っ
て
い
く
よ
う
で

あ
り
、
じ
い
ち
ゃ
ん
・
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
そ

ば
に
い
て
大
き
く
な
っ
た
子
ど
も
は
、
お

年
寄
り
に
優
し
く
接
す
る
こ
と
が
で
き
、

兄
弟
が
い
る
子
ど
も
は
親
が
い
な
い
時
間

を
過
ご
す
と
き
、
互
い
に
助
け
合
う
こ
と

今
年
度
重
点
テ
ー
マ
「
希
望
」
に
決
定
！

4



{

◆
◆
◆

7
月
の
行
政
相
談

●
7
月
17
日（
水
）

・
金
屋
文
化
保
健
セ
ン
タ
ー

　9
時
〜
12
時

問
総
務
課
（
吉
備
庁
舎
）

◆
◆
◆

み
ん
な
で
楽
し
く
料
理
し
ま
せ
ん
か
？

親
子
料
理
教
室

有
田
川
町
食
生
活
改
善
推
進
協
議
会
か

ら
親
子
料
理
教
室
開
催
の
お
知
ら
せ
で

す
。

●
日
時
／
8
月
2
日
（
金
）
10
時
〜
（
9

時
30
分
か
ら
受
け
付
け
開
始
）

●
場
所
／
金
屋
文
化
保
健
セ
ン
タ
ー

●
対
象
者
／
5
歳
児
程
度
か
ら
小
学
生
ま

で
の
子
ど
も
と
そ
の
保
護
者

※
小
学
4
年
生
以
下
の
子
ど
も
が
参
加
す

る
場
合
は
、
必
ず
保
護
者
の
方
も
参
加

し
て
く
だ
さ
い
。

●
参
加
費
／
無
料

●
持
ち
物
／
エ
プ
ロ
ン
・
三
角
巾

●
定
員
／
20
人
（
先
着
順
）

●
申
込
締
切
日
／
7
月
31
日
（
水
）

※
定
員
に
な
り
次
第
受
け
付
け
終
了

●
申
込
方
法
／
電
話
ま
た
は
窓
口

■申
問
健
康
推
進
課
（
金
屋
庁
舎
）

◆
◆
◆

健
診
結
果
説
明
会

健
診
結
果
の
見
方
が
分
か
ら
な
い
方
、
説
明

会
に
参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か
？
集
団
健
診
の
結

果
説
明
会
で
す
が
、
誰
で
も
参
加
可
能
で
す
。

●
日
時
／
7
月
25
日
（
木
）
13
時
30
分
〜

15
時（
13
時
15
分
か
ら
受
け
付
け
開
始
）

●
場
所
／
金
屋
文
化
保
健
セ
ン
タ
ー

●
内
容
／
健
診
結
果
の
見
方
、
栄
養
士
に

よ
る
減
塩
に
つ
い
て
の
講
話
・
減
塩
み

そ
汁
の
試
食

●
定
員
／
10
人
（
先
着
順
）

●
申
込
方
法
／
電
話
ま
た
は
窓
口

■申
問
健
康
推
進
課
（
金
屋
庁
舎
）

◆
◆
◆

各
種
手
当
を
受
け
て
い
る
方
は

「
現
況
届
」
を
お
忘
れ
な
く

●
児
童
扶
養
手
当

●
特
別
児
童
扶
養
手
当

●
特
別
障
害
者
手
当

●
障
害
児
福
祉
手
当

現
況
届
は
、
現
在
手
当
を
受
け
て
い
る

方
の
今
後
1
年
間
の
受
給
資
格
を
審
査
す
る

も
の
で
、提
出
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

手
当
が
支
給
さ
れ
て
い
る
か
、
停
止
さ
れ
て

い
る
か
を
問
わ
ず
全
て
の
受
給
者
は
現
況
届

を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
な
お
、

提
出
し
な
い
と
手
当
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
。
ま
た
2
年
間
現
況
届
を
提
出
し
な

い
と
、
受
給
資
格
が
な
く
な
り
ま
す
。

児
童
扶
養
手
当
で
「
児
童
扶
養
手
当
一

部
支
給
停
止
適
用
除
外
事
由
届
出
書
」
を

送
付
し
て
い
る
方
に
つ
い
て
は
、
現
況
届

と
併
せ
て
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

受
付
期
間
は
各
手
当
に
よ
っ
て
異
な
る

の
で
、
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
受
給
資
格
が
な
く
な
っ
た
と
き
、
氏
名

や
住
所
を
変
更
し
た
と
き
な
ど
も
届
け

出
が
必
要
で
す
。

問
や
す
ら
ぎ
福
祉
課
（
金
屋
庁
舎
）

◆
◆
◆

国
民
健
康
保
険
税
の
賦ふ

課か

限
度
額

税
制
改
正
に
伴

い
、
令
和
元
年
度

（
２
０
１
９
年
度
）
か

ら
国
民
健
康
保
険
税

の
医
療
分
に
つ
い
て

「
賦
課
限
度
額
」
が
変

更
に
な
り
ま
し
た
。

医
療
分
の
賦
課

限
度
額
が
58
万
円

か
ら
61
万
円
に
引

き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

問
税
務
課
（
吉
備
庁
舎
） 平成 30 年度

（2018 年度）
令和元年度
（2019 年度）

医療分 58 万円 61 万円

支援金分 19 万円 19 万円

介護分 16 万円 16 万円

合計 93 万円 96 万円
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が
、
原
則
的
に
世
帯
の
対
象
者
全
員
の
所

得
申
告
な
ど
が
さ
れ
て
い
な
い
と
軽
減
判

定
が
で
き
な
い
た
め
、
未
申
告
者
が
一
人

で
も
い
れ
ば
軽
減
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
。
収
入
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
所

得
申
告
が
必
要
で
す
。

問
税
務
課
（
吉
備
庁
舎
）

◆
◆
◆

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が

困
難
な
と
き
は

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場

合
、
保
険
料
の
納
付
が
「
免
除
」
ま
た
は

「
猶
予
」
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
将

来
の
年
金
受
給
権
の
確
保
だ
け
で
な
く
、

万
一
の
事
故
な
ど
に
よ
り
障
害
を
負
っ
た

と
き
の
障
害
基
礎
年
金
の
受
給
資
格
を
確

保
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
令
和
元
年
度
（
2
0
1
9
年
度
）
の

申
請
書
の
受
け
付
け
開
始
日
／
７
月
1

日
（
月
）

※
申
請
・
審
査
対
象
期
間
は
、
令
和
元
年

（
2
0
1
9
年
）
７
月
か
ら
令
和
２
年

（
2
0
2
0
年
）
６
月
。

※
平
成
30
年
度
（
2
0
1
8
年
度
）
以

前
の
国
民
年
金
保
険
料
未
納
期
間
に
つ

い
て
も
、
申
請
日
か
ら
２
年
１
カ
月
前

の
月
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
免
除
申
請
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
申
請
書
提
出
先
／
住
民
課
（
吉
備
庁

舎
）・
や
す
ら
ぎ
福
祉
課
（
金
屋
庁
舎
）・

清
水
行
政
局
住
民
福
祉
室
・
各
出
張
所
、

和
歌
山
西
年
金
事
務
所
（
郵
送
可
）

●
申
請
に
必
要
な
も
の

・
国
民
年
金
手
帳
ま
た
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
、
通
知
カ
ー
ド

・
本
人
確
認
書
類
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
、
運
転
免
許
証
な
ど
）

・
印
鑑
（
本
人
自
署
の
場
合
は
不
要
）

・
離
職
票
（
失
業
な
ど
を
理
由
と
し
て
申

請
す
る
場
合
）

●
免
除
・
猶
予
の
審
査
／
免
除
の
場
合
は
、

本
人
・
配
偶
者
・
世
帯
主
の
前
年
所
得
、

猶
予
の
場
合
は
、
本
人
・
配
偶
者
の
前

年
所
得
に
よ
り
審
査
さ
れ
ま
す
。

●
保
険
料
の
追
納

免
除
な
ど
の
承
認
を
受
け
た
期
間

は
、
10
年
以
内
で
あ
れ
ば
申
し
出
に
よ

り
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。た

だ
し
、
追
納
す
る
対
象
期
間
の
翌

年
度
か
ら
起
算
し
て
３
年
度
目
以
降

は
、
当
時
の
保
険
料
に
経
過
期
間
に
応

じ
た
金
額
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

問
住
民
課
（
吉
備
庁
舎
）・
和
歌
山
西

年
金
事
務
所 

☎
０
７
３
‐
４
４
７
‐

１
６
６
０

国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減
措
置

低
所
得
者
に
対
す
る
軽
減
措
置
の
拡
大

の
た
め
、令
和
元
年
度
（
2
0
1
9
年
度
）

か
ら
2
割
・
5
割
軽
減
の
判
定
基
準
所
得

が
変
更
に
な
り
ま
し
た
。
国
保
の
軽
減
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
世
帯
の
所
得
基
準

額
は
下
の
表
の
計
算
で
確
認
で
き
ま
す
。

国
保
の
納

税
義
務
者
、

世
帯
に
属
す

る
被
保
険
者
、

お
よ
び
特
定

同
一
世
帯
所

属
者
の
総
所

得
金
額
な
ど

の
合
計
が
、

表
の
計
算
方

法
に
よ
り
算

出
さ
れ
た
基

準
額
を
下
回

れ
ば
、
均
等

割
・
平
等
割

が
該
当
す
る

割
合
の
軽
減

を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま

す
。軽

減
を
受

け
る
た
め
の

申
請
は
必
要

あ
り
ま
せ
ん

◆
◆
◆

ひ
と
り
親
家
庭

医
療
費
受
給
者
証
の
更
新

今
年
度
か
ら
、
ひ
と
り
親
家
庭
医
療
費

受
給
者
証
の
有
効
期
限
が
「
11
月
1
日
〜

翌
年
10
月
31
日
」
に
変
更
と
な
り
ま
す
。

現
在
お
持
ち
の
受
給
者
証
は
7
月
31
日

（
水
）
で
期
限
が
切
れ
る
た
め
、
有
効
期

限
を
「
令
和
元
年
（
2
0
1
9
年
）
10

月
31
日
（
木
）」
ま
で
延
長
し
た
受
給
者

証
を
送
付
し
ま
す
。

※
10
月
に
更
新
の
案
内
と
申
請
用
紙
を
改

め
て
送
付
し
ま
す
。

問
住
民
課
（
吉
備
庁
舎
）

重
度
心
身
障
害
児
（
者
）
医
療
費

受
給
者
証
の
更
新
手
続
き

現
在
お
持
ち
の
受
給
者
証
は
、
7
月
31

日
（
水
）
で
期
限
が
切
れ
ま
す
。
8
月
以

降
の
新
し
い
受
給
者
証
を
お
渡
し
す
る
の

で
、
更
新
手
続
き
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

な
お
、
該
当
者
に
は
事
前
に
案
内
と
申

請
用
紙
を
送
付
し
ま
す
。

●
更
新
手
続
き
に
必
要
な
も
の
／
①
申
請

書 

②
加
入
し
て
い
る
健
康
保
険
証 

③

現
在
お
持
ち
の
受
給
者
証 

④
印
鑑 

⑤

本
人
確
認
書
類
（
免
許
証
な
ど
）

問
住
民
課
（
吉
備
庁
舎
）

軽減割合 軽減判定基準額

２割 総所得金額の合計が
33 万円＋（国保被保険者数＋特定同一世帯所属者数）× 51 万円　以下

５割 総所得金額の合計が
33 万円＋（国保被保険者数＋特定同一世帯所属者数）× 28 万円　以下

７割 総所得金額の合計が　33 万円　以下
※特定同一世帯所属者とは、国保から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医
療の被保険者となった後も世帯主が変わらず同一の世帯に属する方をいいます。
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老
人
医
療
費
受
給
者
証
の

更
新
手
続
き

満
67
歳
以
上
70
歳
未
満
の
方
で
、
次
の

①
〜
⑤
の
全
て
の
要
件
を
満
た
す
方
を
対

象
に
し
た
医
療
費
の
助
成
制
度
で
す
。
所

得
や
資
産
の
保
有
状
況
は
毎
年
変
動
す
る

こ
と
か
ら
、
毎
年
、
更
新
申
請
手
続
き
が

必
要
で
す
。

な
お
、
現
在
受
給
さ
れ
て
い
る
方
に
は

事
前
に
案
内
と
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
。

保
険
証
と
印
鑑
な
ど
を
お
持
ち
に
な
り
、

手
続
き
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。
手
続
き
が

遅
れ
た
場
合
は
、
資
格
の
適
用
が
遅
れ
る

場
合
が
あ
る
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

受
給
要
件
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方

で
、
現
在
受
給
さ
れ
て
い
な
い
方
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
受
給
要
件

①
世
帯
全
員
の
住
民
税
が
非
課
税
で
あ
る

こ
と

②
世
帯
全
員
の
収
入
の
合
計
が
次
の
基
準

以
下
で
あ
る
こ
と
（
遺
族
年
金
・
障
害

年
金
な
ど
あ
ら
ゆ
る
収
入
を
含
む
）。

・
１
人
／
１
０
０
万
円

・
２
人
／
１
４
０
万
円

・
３
人
／
１
８
０
万
円

※
以
降
１
人
増
え
る
ご
と
に
40
万
円
加
算

③
預
貯
金
・
国
債
・
株
式
な
ど
が

３
５
０
万
円
×
世
帯
人
数
以
下
で
あ
る

こ
と

④
現
在
お
住
ま
い
の
土
地
・
家
屋
以
外
の

活
用
で
き
る
資
産
（
田
畑
山
林
な
ど
直

ち
に
処
分
が
難
し
い
も
の
は
除
く
）
を

有
し
て
い
な
い
こ
と

⑤
世
帯
以
外
の
方
か
ら
扶
養
を
受
け
て
い

な
い
こ
と

問
住
民
課
（
吉
備
庁
舎
）

国
民
健
康
保
険

各
種
認
定
証
の
更
新
手
続
き

有
効
期
限
が
7
月
31
日
（
水
）
に
な
っ

て
い
る
次
の
認
定
証
は
、
そ
れ
ぞ
れ
更
新

手
続
き
が
必
要
で
す
。
印
鑑
と
保
険
証
を

ご
持
参
の
上
、
8
月
1
日
（
木
）
以
降
に

申
請
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

所
得
の
変
動
や
、
世
帯
構
成
の
変
更
な

ど
で
7
月
ま
で
該
当
し
て
い
て
も
、
8
月

以
降
該
当
し
な
い
場
合
や
、
現
在
該
当
し

て
い
な
く
て
も
8
月
以
降
該
当
に
な
る
場

合
も
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
住
民
課
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●「
国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用
認
定
証
」

／
住
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
世
帯
の

方
●
「
国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用
・
標
準

負
担
額
減
額
認
定
証
」
／
住
民
税
非
課

税
世
帯
の
75
歳
未
満
の
方

問
住
民
課
（
吉
備
庁
舎
）

国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証

の
更
新

70
歳
か
ら
74
歳
の
国
民
健
康
保
険
加
入

者
に
交
付
し
て
い
る
「
高
齢
受
給
者
証
」

の
有
効
期
限
が
7
月
31
日
（
水
）
に
切
れ

る
の
で
、
7
月
下
旬
に
新
し
い
高
齢
受
給

者
証
を
郵
送
交
付
し
ま
す
。
8
月
か
ら
は

必
ず
新
し
い
高
齢
受
給
者
証
を
お
使
い
く

だ
さ
い
。

●
一
部
負
担
金
の
割
合
／
70
歳
か
ら
医
療

機
関
な
ど
で
お
支
払
い
い
た
だ
く
一
部

負
担
金
の
割
合
は
、
現
役
並
み
所
得
者

は
3
割
、
そ
の
他
の
方
は
2
割
と
な
り

ま
す
。
一
部
負
担
金
の
割
合
は
、
受
給

者
証
に
記
載
さ
れ
ま
す
。

問
住
民
課
（
吉
備
庁
舎
）

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者
証
の
色
が

「
薄
い
オ
レ
ン
ジ
色
」
に

7
月
31
日
（
水
）
の
有
効
期
限
満
了
に

伴
い
、
被
保
険
者
証
（
保
険
証
）
を
更
新

し
ま
す
。
新
し
い
保
険
証
は
「
薄
い
オ
レ

ン
ジ
色
」
で
す
。
7
月
初
旬
ご
ろ
か
ら
順

次
郵
便
（
簡
易
書
留
）
で
送
付
予
定
で
す
。

●
使
用
は
7
月
1
日
（
月
）
か
ら

今
回
お
届
け
す
る「
薄
い
オ
レ
ン
ジ
色
」

の
保
険
証
は
7
月
1
日
（
月
）
か
ら
使
用

で
き
ま
す
。
届
く
ま
で
は
現
在
お
持
ち
の

「
水
色
」
の
保
険
証
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

●
現
在
お
持
ち
の
「
水
色
」
の
保
険
証

「
水
色
」
の
保
険
証
は
8
月
1
日
（
木
）

以
降
、
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

「
薄
い
オ
レ
ン
ジ
色
」
の
保
険
証
が
届

き
次
第
、「
水
色
」
の
保
険
証
は
、
住
民

課
（
吉
備
庁
舎
）・
や
す
ら
ぎ
福
祉
課
（
金

屋
庁
舎
）・
清
水
行
政
局
住
民
福
祉
室
に

お
越
し
の
際
に
ご
返
却
い
た
だ
く
か
、
ご

自
分
で
細
か
く
裁
断
す
る
な
ど
し
て
、
住

所
・
氏
名
な
ど
が
他
人
に
知
ら
れ
な
い
よ

う
十
分
注
意
の
上
、処
分
し
て
く
だ
さ
い
。

●
そ
の
他

・
令
和
元
年
度
（
2
0
1
9
年
度
）
住

民
税
の
課
税
所
得
に
よ
り
、
一
部
負
担

金
の
割
合
が
変
更
に
な
っ
て
い
る
場
合

が
あ
る
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

・
住
民
税
の
課
税
所
得
が
１
４
５
万
円
以

上
の
被
保
険
者
の
い
る
世
帯
の
方
は
、

一
部
負
担
金
の
割
合
が
３
割
と
な
り
ま

す
。【
例
】
今
ま
で
1
割
だ
っ
た
方
が

3
割
負
担
に
変
更
と
な
る
場
合
は
「
3

割
（
令
和
元
年
7
月
31
日
ま
で
は
1

割
）」
と
記
載
さ
れ
ま
す
。

問
住
民
課
（
吉
備
庁
舎
）

4

・
提
出
書
類
／
有
田
川
町
非
常
勤
職
員
採

用
試
験
申
込
書
（
顔
写
真
を
貼
付
す
る

こ
と
）、
有
田
川
町
非
常
勤
職
員
採
用

エ
ン
ト
リ
ー
シ
ー
ト
、
保
育
士
資
格
取

得
（
見
込
み
）
を
証
明
す
る
書
類
の
写

し
・
申
し
込
み
方
法
／
書
類
に
必
要
事
項
を

記
入
し
、
総
務
課
（
吉
備
庁
舎
）
か
こ

ど
も
教
育
課
ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
（
持
参
・
郵
送
）。
郵
送
の
場
合
は
、

必
ず
簡
易
書
留
郵
便
と
し
、
封
筒
の
表

に
「
採
用
試
験
申
込
」
と
朱
書
し
て
く

だ
さ
い
。
こ
れ
ら
以
外
に
よ
る
不
着
の

問
題
に
つ
い
て
は
一
切
対
応
い
た
し
か

ね
ま
す
。

・
受
付
期
間
／
7
月
8
日
（
月
）
〜
8
月

9
日
（
金
）【
当
日
必
着
】

※
役
場
開
庁
日
時
に
伴
う
。

●
勤
務
条
件

・
給
料
（
月
額
）
／
16
万
1
3
0
0
円

・
勤
務
時
間
／
週
37
．
5
時
間
以
内

※
通
常
１
日
に
つ
き
７
時
間
30
分
、
１
週

間
に
つ
き
５
日
の
勤
務
で
す
。
勤
務
場

所
に
よ
っ
て
は
変
則
勤
務
や
土
日
勤
務

が
あ
り
ま
す
。
右
記
給
料
の
ほ
か
、
通

勤
手
当
と
超
過
勤
務
手
当
が
支
給
さ
れ

ま
す
。

※
非
常
勤
保
育
士
の
方
で
正
職
員
の
育

児
休
業
な
ど
に
よ
り
ク
ラ
ス
担
任
を

担
当
し
て
い
た
だ
く
場
合
の
給
料

月
額
は
16
万
７
２
０
０
円
と
な
り
ま

す
。
い
ず
れ
の
給
料
月
額
も
令
和
元
年

（
2
0
1
9
年
）
7
月
現
在
の
も
の
で

す
の
で
変
更
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

※
勤
務
成
績
に
よ
り
昇
給
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

●
任
用
期
間
／
原
則
令
和
元
年

（
2
0
1
9
年
）
9
月
1
日
か
ら
令
和

2
年
（
2
0
2
0
年
）
3
月
31
日
ま

で
●
有
給
休
暇
／
年
次
休
暇
（
任
用
期
間
に

応
じ
10
日
以
内
）、
忌
引
休
暇
な
ど

●
福
利
厚
生
／
健
康
保
険
、
厚
生
年
金
保

険
お
よ
び
雇
用
保
険
の
適
用
が
あ
り
ま

す
問
こ
ど
も
教
育
課
（
金
屋
庁
舎
）

ホ
ー
ム
ス
テ
イ
の

受
け
入
れ
先
を
募
集

町
の
姉
妹
都
市
で
あ
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
の
ノ
ー
ザ
ン
テ
リ
ト
リ
ー
準
州
パ
ー
マ

ス
ト
ー
ン
市
の
高
校
生
・
教
師
の
日
本
で

の
ホ
ス
ト
フ
ァ
ミ
リ
ー
（
ホ
ー
ム
ス
テ
イ

先
）
に
な
り
ま
せ
ん
か
？

●
受
け
入
れ
期
間
／
9
月
13
日
（
金
）
〜

9
月
19
日
（
木
）（
予
定
）

※
期
間
中
の
7
日
間
の
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
を

予
定
し
て
い
ま
す
。
質
問
・
申
し
込
み

な
ど
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■申
問
社
会
教
育
課
（
金
屋
庁
舎
）

◆
◆
◆

第
22
回
有
田
川
町
ど
ん
ど
ん
ま
つ
り

フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
出
店
者
募
集

●
日
時
／
10
月
20
日
（
日
）

●
場
所
／
花
の
里
河
川
公
園
（
町
営
キ
ャ

ン
プ
場
）

●
募
集
区
画
数
／
35
区
画
程
度
（
予
定
）

●
受
付
期
間
／
8
月
13
日
（
火
）
8
時
30

分
〜
8
月
30
日
（
金
）
12
時
必
着

※
締
め
切
り
後
、
翌
週
中
に
当
選
者
に
結

果
を
通
知
し
ま
す
。

●
申
込
方
法
／
電
話
・
フ
ァ
ク
ス
（
３
２

‐
９
５
５
５
）・
窓
口
で
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

※
平
日
8
時
30
分
〜
17
時
の
み

●
出
店
料
／
一
区
画
3
0
0
0
円

●
注
意
事
項
な
ど

・
出
店
は
お
一
人
様
に
つ
き
1
区
画
と
し

ま
す
。

・
出
店
物
は
飲
料
・
食
料
品
以
外
と
し
ま

す
。

・
会
場
で
の
盗
難
や
物
品
販
売
に
関
す
る

ト
ラ
ブ
ル
な
ど
は
、
出
店
者
で
責
任
を

負
っ
て
く
だ
さ
い
。

■申
問
有
田
川
町
ど
ん
ど
ん
ま
つ
り
実
行

委
員
会
（
商
工
観
光
課
内
）

9
月
採
用

非
常
勤
保
育
士
採
用
試
験

●
職
種
／
非
常
勤
保
育
士

●
募
集
予
定
人
数
／
若
干
名

●
職
務
内
容
／
保
育
所
や
子
育
て
支
援
セ

ン
タ
ー
に
お
け
る
保
育
業
務

●
募
集
資
格
／
昭
和
29
年（
１
９
５
４
年
）

4
月
2
日
以
降
に
生
ま
れ
た
人
で
、
保

育
士
の
資
格
を
有
す
る
人
。
た
だ
し
、

地
方
公
務
員
法
第
16
条
に
該
当
す
る
人

は
受
験
で
き
ま
せ
ん
。

●
選
考
方
法

・
書
類
選
考
／
応
募
者
多
数
の
場
合
、
受

験
申
込
時
に
ご
提
出
い
た
だ
く
エ
ン
ト

リ
ー
シ
ー
ト
を
も
と
に
、
事
前
審
査
を

行
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。

・
面
接
試
験
／
8
月
18
日
（
日
）
を
予
定
。

時
間
・
場
所
な
ど
に
つ
い
て
は
、
後
日

担
当
者
か
ら
連
絡
し
ま
す
。

●
受
験
手
続
・
受
付
期
間

・
申
込
用
紙
の
交
付
／
総
務
課
（
吉
備
庁

舎
）・
こ
ど
も
教
育
課
（
金
屋
庁
舎
）・

町
内
公
立
保
育
所
で
お
渡
し
し
ま
す

（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）。
申
込
用
紙

を
郵
送
で
請
求
す
る
場
合
は
、
封
筒
の

表
に
「
採
用
試
験
申
込
用
紙
請
求
」
と

朱
書
し
、
82
円
切
手
を
貼
っ
た
宛
先
明

記
の
返
信
用
封
筒
を
必
ず
同
封
し
て
、

こ
ど
も
教
育
課
ま
で
請
求
し
て
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
申

込
用
紙
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
も

で
き
ま
す
。
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西
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア 

④
ソ
ロ
モ
ン
諸

島 

⑤
東
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア 

⑥
ト
ラ
ッ

ク
・
パ
ラ
オ
諸
島 

⑦
ボ
ル
ネ
オ
・
マ

レ
ー
半
島 

⑧
フ
ィ
リ
ピ
ン
（
1
次
） 

⑨

マ
リ
ア
ナ
諸
島 

⑩
ミ
ャ
ン
マ
ー 

⑪
台

湾
・
バ
ジ
ー
海
峡 

⑫
ビ
ス
マ
ー
ク
諸

島 

⑬
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ギ
ル
バ
ー
ト
諸

島 

⑭
フ
ィ
リ
ピ
ン
（
2
次
） 

⑮
中
国

・
特
定
地
域
／
①
西
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア 

②
東
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア 

③
ミ
ャ
ン
マ
ー

問
日
本
遺
族
会
（
東
京
都
千
代
田
区

九
段
南
1
‐
6
‐
17
）
　☎
０
３
‐

３
２
６
１
‐
５
５
２
１

和
歌
山
県

統
計
グ
ラ
フ
コ
ン
ク
ー
ル

●
応
募
資
格
／
県
内
在
住
・
在
学
ま
た
は

県
内
在
勤
の
方

●
課
題
／
自
由

※
小
学
4
年
生
以
下
の
児
童
の
応
募
に
つ

い
て
は
、
児
童
が
自
ら
観
察
ま
た
は
調

査
し
た
結
果
を
グ
ラ
フ
に
し
た
も
の

●
作
品
の
規
格
／
72
．
8
㎝
×
51
．
5
㎝

（
B
2
判
）

※
紙
質
・
色
彩
に
つ
い
て
は
自
由

●
締
切
日
／
9
月
4
日
（
水
）
必
着

●
作
品
送
付
先
／
和
歌
山
県
統
計
協
会

（
和
歌
山
県
調
査
統
計
課
内
）

問
和
歌
山
県
統
計
協
会
事
務
局

　☎

０
７
３
‐
４
４
１
‐
２
３
８
５

清
水
斎
場
管
理
運
営
業
務
兼

運
転
業
務
委
託
員
を
募
集

●
募
集
人
数
／
1
人

●
業
務
委
託
料
・
作
業
委
託
料

・
基
本
委
託
料
／
月
額
5
万
5
0
0
0

円
（
待
機
料
と
し
て
）

・
作
業
委
託
料
／
1
回
当
た
り

1
万
5
0
0
0
円
（
基
本
勤
務
時
間

8
時
間
）

・
超
過
勤
務
委
託
料
／
1
時
間
当
た
り

1
5
0
0
円

●
業
務
時
間
／
1
回
当
た
り
2
人
勤
務
で

の
交
代
制

①
通
夜
実
施
日
／
9
時
〜
17
時
ま
た
は
12

時
〜
20
時
の
い
ず
れ
か

②
告
別
式
実
施
日
（
火
葬
業
務
）
／
9
時

〜
17
時
ま
た
は
9
時
〜
16
時
と
翌
日
1

時
間
の
い
ず
れ
か

●
業
務
委
託
契
約
の
期
間
／
10
月
1
日

（
火
）
〜
令
和
2
年
（
2
0
2
0
年
）

3
月
31
日
（
火
）

●
申
し
込
み
資
格
条
件
／
次
の
①
〜
④
の

要
件
を
全
て
満
た
す
方

①
昭
和
30
年
（
1
9
5
5
年
）
4
月

2
日
以
降
に
生
ま
れ
た
方 

②
住
所
地

が
有
田
川
町
で
あ
る
方 

③
普
通
自
動

車
運
転
免
許
を
有
す
る
方 

④
町
税
や

水
道
・
下
水
道
・
住
宅
使
用
料
、
保
育

所
負
担
金
を
滞
納
し
て
い
な
い
方

※
た
だ
し
、
地
方
公
務
員
法
第
16
条
に
該

当
す
る
方
は
受
験
で
き
ま
せ
ん
。

●
申
込
用
紙
の
交
付
・
提
出
／
清
水
行
政

局
建
設
環
境
室
・
環
境
衛
生
課
（
吉
備

庁
舎
）で
交
付
し
ま
す
。
な
お
、町
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き

ま
す
。
申
込
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入

の
上
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
申
込
受
付
期
間
／
7
月
16
日
（
火
）
〜

8
月
23
日
（
金
）

●
選
考
方
法
／
面
接

■申
問
清
水
行
政
局
建
設
環
境
室

戦
没
者
遺
児
に
よ
る
慰
霊
友
好

親
善
事
業

日
本
遺
族
会
は
「
戦
没
者
遺
児
に
よ
る

慰
霊
友
好
親
善
事
業
」
の
参
会
者
を
募
集

し
て
い
ま
す
。

同
事
業
は
、
厚
生
労
働
省
か
ら
補
助
を

受
け
実
施
し
て
お
り
、
先
の
大
戦
で
父
等

を
亡
く
し
た
戦
没
者
の
遺
児
を
対
象
と
し

て
、
父
等
の
戦
没
し
た
旧
戦
域
を
訪
れ
、

慰
霊
追
悼
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
同
地

域
の
住
民
と
友
好
親
善
を
は
か
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
ま
す
。

参
加
費
は
10
万
円
で
、
昨
年
度
の
参

加
者
以
外
は
複
数
回
の
応
募
が
で
き
ま

す
。
日
程
な
ど
の
詳
細
は
、
日
本
遺
族
会

事
務
局
ま
で
。
申
し
込
み
は
和
歌
山
県
遺

族
連
合
会
（
☎
0
7
3
‐
4
2
4
‐

5
8
1
3
）ま
た
は
や
す
ら
ぎ
福
祉
課（
金

屋
庁
舎
）
ま
で
お
願
い
し
ま
す
。

●
実
施
地
域

・
広
域
地
域
／
①
旧
満
州 

②
旧
ソ
連 

③

4

町収入の一部とするため有料広告を掲載しています。広告

県
立
田
辺
産
業
技
術
専
門
学
院

体
験
入
学
者
募
集

●
日
時
／
7
月
17
日
（
水
）・
18
日
（
木
）・

19
日
（
金
）・
26
日
（
金
）
の
13
時
30

分
〜
15
時
30
分
、
9
月
7
日
（
土
）
の

9
時
30
分
〜
12
時

●
場
所

・
自
動
車
工
学
科
（
2
年
制
）・
観
光
ビ

ジ
ネ
ス
科
（
1
年
制
）
／
田
辺
産
業
技

術
専
門
学
院

・
情
報
シ
ス
テ
ム
課
（
2
年
制
）
／
田
辺

産
業
技
術
専
門
学
院
分
教
室
（
県
立
情

報
交
流
セ
ン
タ
ー
B
i
g
・
U
）

●
対
象
／
中
学
・
高
校
生
と
保
護
者
、
一

般
の
方

●
申
し
込
み
／
各
開
催
日
の
2
日
前
ま
で

に
電
話
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い

■申
問
県
立
田
辺
産
業
技
術
専
門
学
院
（
田

辺
市
新
庄
町
1
7
4
5
‐
２
）
　☎

０
７
３
９
‐
２
２
‐
２
２
５
９

令
和
元
年
度
（
２
０
１
９
年
度
）

各
種
目
自
衛
官
の
募
集

●
自
衛
官
候
補
生

・
受
付
期
間
／
年
間
を
通
し
て

・
試
験
期
日
／
7
月
18
日
（
木
）・
20
日

（
土
）・
22
日
（
月
）、
8
月
24
日
（
土
）

・
資
格
／
日
本
国
籍
を
有
す
る
18
歳
以
上

33
歳
未
満
の
者

●
一
般
曹
候
補
生

・
受
付
期
間
／
7
月
1
日
（
月
）
〜
9
月

6
日
（
金
）

・
試
験
期
日
／
1
次 

9
月
20
日
（
金
）

〜
22
日
（
日
）
の
う
ち
指
定
す
る
1
日
、

2
次 

10
月
11
日
（
金
）・
12
日
（
土
）

の
う
ち
指
定
す
る
1
日

・
資
格
／
日
本
国
籍
を
有
す
る
18
歳
以
上

33
歳
未
満
の
者

●
航
空
学
生

・
受
付
期
間
／
7
月
1
日
（
月
）
〜
9
月

6
日
（
金
）

・
試
験
期
日
／
1
次 

9
月
16
日
（
月
・

祝
）、
2
次 

10
月
15
日
（
火
）
〜
20
日

（
日
）
の
う
ち
指
定
す
る
1
日

・
資
格
（
海
）
／
日
本
国
籍
を
有
す
る
18

歳
以
上
23
歳
未
満
の
者
（
高
卒
者
（
見

込
み
含
む
）
ま
た
は
高
専
3
年
次
修
了

者
（
見
込
み
含
む
）
を
含
む
）

・
資
格
（
空
）
／
日
本
国
籍
を
有
す
る
18

歳
以
上
21
歳
未
満
の
者
（
高
卒
者
（
見

込
み
含
む
）
ま
た
は
高
専
3
年
次
修
了

者
（
見
込
み
含
む
）
を
含
む
）

問
防
衛
省
自
衛
隊
和
歌
山
地
方
協
力
本
部 

有
田
募
集
案
内
所
（
有
田
市
宮
崎
町

１
０
６
‐
２
）

　☎
８
２
‐
６
６
３
１ 

メ
ー
ル recruit1-w

akayam
a@
pco.

m
od.go.jp

プール
一般 町内小中学生

期間 時間 期間 時間

清水

7/22（月）
～ 8/9（金）

15 時
～ 16 時

7/20（土）
～ 8/25（日）

13 時
～ 15 時

8/10（土）
～ 8/18（日）

13 時
～ 15 時

8/19（月）
～ 8/23（金）

15 時
～ 16 時

二川 7/22（月）
～ 8/23（金）

13 時
～ 15 時

7/22（月）
～ 8/23（金）

13 時
～ 15 時安諦小学校

プール開放日時
有田川町営プール・学校プール

長谷川プール一般開放　☎ 32‐ 2107
●開放期間　7/1（月）～ 8/31（土）
●利用時間　12 時～ 16 時
※ 7月 18 日（木）までの平日、8月 26 日（月）～ 30 日（金）の期間は、
利用時間が 13 時～ 16 時となります。

※小学生以下が使用するときは、必ず一般成人である責任者が同伴す
ること。中学生は 1人で使用しないこと。

※悪天候の場合、開放を中止することがあります。
※電話は開放期間中のみの対応となります。

※粟生のプールは閉鎖しており、水質管理をしていないので、絶対に
入らないでください。
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広告 広告に関するお問い合わせは、株式会社 和歌山毎日広告社（☎ 073-423-9291 FAX073-428-2403）



あ
り
そ
う
な
団
体
名
か
ら
届
い
た
は
が
き

は
要
注
意
。記
載
さ
れ
て
い
る
問
い
合
わ

せ
窓
口
に
電
話
を
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

「
無
視
し
て
も
い
い
の
か
？
」「
訴
え
ら

れ
て
い
た
ら
ど
う
し
よ
う
」
な
ど
、
不
安

に
思
っ
た
ら
ま
ず
相
談
し
て
く
だ
さ
い
！

問
商
工
観
光
課
（
金
屋
庁
舎
）

第
69
回

「
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
」

●
犯
罪
や
非
行
を
防
止
し
、
立
ち
直
り
を

支
え
る
地
域
の
チ
カ
ラ
〜

「
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
」
と
は
、
み

ん
な
で
犯
罪
や
非
行
の
防
止
と
、
罪
を
犯

し
た
人
た
ち
の
更
生
に
つ
い
て
理
解
を
深

め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
力
を
合
わ
せ
、

明
る
く
住
み
よ
い
社
会
を
築
い
て
い
こ
う

と
す
る
運
動
で
す
。
７
月
は
法
務
省
の
主

催
で
全
国
的
に
取
り
組
む
強
化
月
間
で
す
。

問
有
田
川
町
保
護
司
会
事
務
局

◆
◆
◆

7
月
の
献
血

●
7
月
27
日
（
土
）

・
ス
ー
パ
ー
セ
ン
タ
ー
オ
ー
ク
ワ
有
田
川

店
／
10
時
〜
12
時
・
13
時
〜
16
時
30
分

問
健
康
推
進
課
（
金
屋
庁
舎
）

このコーナーでは、日常生活で使う手話を紹介します。
一緒にやってみましょう！

①
右手の人さし指と
中指を立て、人さ
し指側を額にあて
る。
（「昼」を表現）

手話にチャレンジ！「こんにちは」

②
両手の人さし指が
向かい合うように
立て、軽く曲げる。
（「あいさつ」を表
現）

※手話は、使う人やコミュニケーションをとる相手などによって異なるため、ここで紹介して
いる手話と違う表現を使うことがあります。

第 5回

◆
◆
◆

JR
藤
並
駅
東
口
駐
車
場

無
料
券
発
行
サ
ー
ビ
ス
開
始

今
年
3
月
で
終
了
し
た
パ
ー
ク
ア
ン
ド

ラ
イ
ド
サ
ー
ビ
ス
に
代
わ
り
、
J
R
藤

並
駅
東
口
の
駐
車
場
料
金
が
48
時
間
無
料

と
な
る
「
藤
並
駅
東
口
駐
車
場
無
料
券
発

行
サ
ー
ビ
ス
」
を
開
始
し
ま
し
た
。
受
付

場
所
を
観
光
案
内
所
に
変
更
し
た
の
で
、

案
内
所
の
営
業
時
間
内
に
受
け
付
け
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

詳
細
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
駅
交
流
施

設
内
に
掲
示
し
て
い
る
ポ
ス
タ
ー
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

●
受
付
場
所
／
J
R
藤
並
駅
観
光
案
内

所
（
東
口
側
1
階
）

●
受
付
時
間
（
観
光
案
内
所
営
業
時
間
）

／
8
時
30
分
〜
18
時

●
必
要
な
も
の
／
藤
並
駅
発
天
王
寺
以
遠

着
の
往
復
特
急
券
、
駐
車
券
（
当
日
に

限
り
有
効
）

問
企
画
調
整
課
（
吉
備
庁
舎
）

「
は
が
き
架
空
請
求
」
の
被
害

が
急
増
し
て
い
ま
す
！

法
務
省
や
裁
判
所
か
ら
身
に
覚
え
の
な

い
訴
訟
告
知
は
が
き
が
届
い
て
ま
せ
ん

か
？
そ
の
は
が
き
は
詐
欺
の
恐
れ
が
あ
り

ま
す
。「
地
方
裁
判
所
管
理
局
」や「
民
事

訴
訟
管
理
セ
ン
タ
ー
」な
ど
、公
的
機
関
に

4
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4



こ
れ
ま
で
大
事
故
が
な
く
過
ご
せ
て
い
る
の
は
お
地
蔵
様
の
お

か
げ
だ
と
い
う
お
話
が
聞
か
れ
ま
し
た
。

本
町
地
蔵
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
る
の
は
、
祠
を
建
て
た
時

に
新
し
く
さ
れ
た
お
地
蔵
様
と
古
く
か
ら
お
地
蔵
様
と
し
て
信

仰
さ
れ
て
き
た
古
い
石
塔
と
が
あ
り
ま
す
。
古
い
石
塔
は
、
２

つ
の
異
な
る
も
の
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
ま
す
。
上
部
の
石
塔

は
板い
た

碑び

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
頭
部
は
欠
け
て
い
ま
す
が
本
来

は
三
角
形
を
な
し
、
そ
の
下
部
に
２
本
の
横
線
や
梵ぼ
ん

字じ

が
刻

ま
れ
て
い
ま
す
。
町
内
で
は
、
南
北
朝
時
代
（
１
３
３
６
〜

１
３
９
２
）
以
降
に
流
行
し
た
供
養
塔
で
す
。
下
の
石
塔
は
、

宝ほ
う

篋
き
ょ
う

印い
ん

塔と
う

と
呼
ば
れ
る
供
養
塔
の
基
礎
の
部
分
で
、
蓮は
す

の
花

弁
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
板
碑
と
同
じ
く
南
北
朝
時
代
以
降
に

多
く
造
立
さ
れ
ま
し
た
。
　

会
式
の
前
日
に
は
、
北
筋
地
区
８
班
の
皆
さ
ま
に
よ
っ
て
餅も
ち

つ
き
な
ど
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
当
日
は
午
前
中
か
ら
準
備
が
行

わ
れ
、
16
時
か
ら
は
読
経
や
焼
香
な
ど
の
お
勤
め
の
後
、
北
筋

公
民
館
前
に
移
動
し
て
餅
ま
き
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
地
区
内
外

か
ら
大
勢
の
方
が
参
加
し
、
盛
大
な
会
式
と
な
り
ま
し
た
。

去
る
５
月
24
日
（
金
）、
県
立
有
田
中
央
高
等
学
校
南
側
の
県

道
沿
い
に
お
祀ま
つ

り
さ
れ
て
い
る
北
筋

地
区
の
本
町
地
蔵
で
、
会
式
が
行
わ

れ
ま
し
た
。
こ
の
お
地
蔵
様
は
、
か

つ
て
は
現
在
地
の
す
ぐ
北
側
に
あ
っ

た
ハ
ゼ
の
大
木
の
根
元
の
洞う
ろ

に
祀
ら

れ
て
い
ま
し
た
が
、
木
が
枯
れ
始
め

た
こ
と
か
ら
、
約
40
年
前
に
祠
ほ
こ
ら

を
建

て
て
現
在
の
よ
う
に
お
祀
り
し
直
し

た
そ
う
で
す
。
会
式
も
そ
の
時
か
ら

始
め
ら
れ
た
よ
う
で
、
毎
年
５
月
24

日
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

由
来
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
吉
備
町
誌
に
よ
る

と
大
変
霊
験
あ
ら
た
か
な
お
地
蔵
様

で
、
遠
方
か
ら
も
お
参
り
に
来
る
人

が
多
い
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
地
域

住
民
の
皆
さ
ま
か
ら
も
、
交
通
量
が

多
い
場
所
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、

そ
の
84

-4

町収入の一部とするため有料広告を掲載しています。広告
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